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平
成
一
一
年
五
月
二
〇
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
に

社
に
対
し
、
窒
素
酸
化
物
、
硫
黄
酸
化
物
及
び
浮
遊

件
地
域
に
お
け
る
大
気
汚
染
の
現
状
認
識
と
し
て
、

お
い
て
、
川
崎
大
気
汚
染
公
害
訴
訟

(第
一
次
及
び

粒
子
状
物
質
の
排
出
の

り

請
求

と
と
も

1
･
召
ロ
ニ

モ
か
ら
召
D
四

t
に
か

第
二
次
-
第
四
次
一
括
)
の
和
解
が
成
立
し
、
昭
和

五
七
年
の
提
訴
以
来
一
七
年
の
長
き
に
わ
た
っ
た
本

件
訴
訟
が
円
満
に
解
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
、
訴
訟
の
経
緯
及
び
和
解
の
内
容
に
つ
い
て
紹

介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

【訴
訟
の
経
緯
】

川
崎
大
気
汚
染
公
害
訴
訟
は
、
川
崎
市
川
崎
区
及

び
幸
区
に
居
住
又
は
勤
務
す
る
公
害
健
康
被
害
補
償

等
に
関
す
る
法
律
に
定
め
る
指
定
疾
病

舎
気
管
支
喘

息
等
)
の
認
定
を
受
け
た
患
者
及
び
そ
の
遺
族
ら
四

〇
〇
余
名
が
、
国
、
首
都
高
速
道
路
公
団
及
び
川
崎

市
臨
海
部
に
お
い
て
操
業
し
て
い
る
大
手
企
業
一
四

粒
子
状
物
質
の
排
出
の
規
制

(差
止
請
求
)
と
と
も

に
損
害
賠
償
を
求
め
て
、
昭
和
五
七
年
の
一
次
提
訴

以
来
一
七
年
の
長
き
に
わ
た
り
裁
判
所
に
係
属
し
て

い
た
訴
訟
事
件
で
あ
る
。

こ
の
間
、
硫
黄
酸
化
物

(隣
)
等
ば
い
煙
排
出
企

業
一
四
社
は
、
一
審
一
次
の
敗
訴
判
決
(平
成
六
年
)

の
後
、
平
成
八
年
に
高
濃
度
の
硫
黄
酸
化
物
が
健
康

被
害
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
解
決
金

の
支
払
い
に
よ
り
本
件
係
争
を
終
結
さ
せ
、
以
降
は

国
･
公
団
の
み
を
被
告
と
し
た
国
家
賠
償
法
第
二
条

を
め
ぐ
る
民
事
訴
訟
で
あ
る
。

【大
気
汚
染
を
め
ぐ
る
現
状
認
識
】

ま
ず
裁
判
長
の
認
識
を
示
す
和
解
前
文
で
は
、
本

①
･
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
昭
和
四
〇
年
代
に
か
け

て
の
時
期
に
お
い
て
、
高
濃
度
の
大
気
汚
染

が
現
出
し
た
こ
と

･
こ
れ
に
伴
い
公
害
健
康
被
害
補
償
等
に
関
す

る
法
律
の
認
定
患
者
が
多
発
し
、
現
在
も
そ

の
疾
病
に
苦
し
ん
で
い
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

②
･
ま
た
、
環
境
基
準
を
上
回
る
二
酸
化
窒
素
、

浮
遊
粒
子
状
物
質
に
よ
る
大
気
汚
染
が
現
在

も
続
い
て
い
る
こ
と

･
沿
道
の
生
活
環
境
が
影
響
を
う
け
て
い
る
こ

L
L
･
以
上
の
大
気
汚
染
は
、
工
場
な
ど
の
排
煙
だ

け
で
な
く
、
自
動
車
排
ガ
ス
に
よ
っ
て
も
も

川
崎
公
害
訴
訟
の
和
解
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係
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た
ら
さ
れ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

拭
偏道
環
境
改
善
に
向
け
た
努
力
】

次
に
、
沿
道
環
境
改
善
に
向
け
た
努
力
と
し
て
、

①
昨
年
三

月
、
道
路
審
議
会
が

｢よ
り
よ
い
沿

道
環
境
の
実
現
に
向
け
て
｣
と
題
す
る
沿
道
環

境
対
策
の
総
合
的
取
組
み
を
提
言
し
た
こ
と

②
環
境
庁
は
、
微
小
粒
子
状
物
質

(P
M
騙
)
の

測
定
法
の
確
立
等
の
研
究
を
開
始
し
た
こ
と

③

｢
一
審
被
告
ら
は
、
法
的
責
任
の
有
無
に
係
る

第
二
-
四
次
訴
訟
の
第
一
審
判
決
の
判
断
は
受

け
入
れ
難
い
と
し
て
い
る
が
、
建
設
省
、
首
都

高
速
道
路
公
団
は
道
路
整
備
の
あ
り
方
に
対
す

る
警
鐘
と
し
て
受
け
止
め
、
一
月
一
四
日
に
｢川

崎
市
南
部
地
域
の
沿
道
環
境
対
策
の
た
め
の
道

路
整
備
の
方
針
｣
を
発
表
し
、
本
件
地
域
の
高

濃
度
の
汚
染
の
改
善
及
び
生
活
環
境
の
回
復
･

改
善
を
図
る
た
め
の
諸
施
策
に
着
手
し
た
こ
と
｣

が
明
示
さ
れ
た
。

建
設
省
と
し
て
は
、
こ
の
一
月
一
四
日
に
発
表
し

た
道
路
整
備
方
針
を
原
告
が
評
価
し
て
和
解
申
出
に

つ
な
が
り
、
今
回
の
和
解
に
至
っ
た
も
の
と
理
解
し

て
い
る
。

【和
解
に
よ
る
解
決
の
妥
当
性
】

以
上
の
状
況
の
下
で
、
｢当
事
者
双
方
が
将
来
に
向

か
っ
て
よ
り
良
い
沿
道
環
境
の
実
現
を
目
指
し
て
互

い
に
努
力
す
る
こ
と
が
最
も
妥
当
な
解
決
で
あ
る
と

考
え
、
以
下
の
と
お
り
和
解
を
勧
告
す
る
｣
と
裁
判

長
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。

【和
解
条
項
の
内
容
】

和
解
状
況
の
骨
子
と
し
て
は
、
大
き
く
四
つ
、

①
道
路
管
理
者
は
、
関
係
行
政
機
関
及
び
地
方
公

共
団
体
と
も
連
携
し
て
、
環
境
基
準
の
達
成
に

向
け
て
、
真
摯
に
取
り
組
む
こ
と

②
道
路
管
理
者
は
、
｢
一
括
和
解
調
書

(要
旨
)｣

に
あ
る
よ
う
な
施
策
の
検
討
な
い
し
実
施
に
努

め
る
こ
と

③
一
審
原
告
ら
と
道
路
管
理
者
は

｢川
崎
市
南
部

地
区
道
路
沿
道
環
境
に
関
す
る
連
絡
会
｣
を
設

置
す
る
こ
と

④
一
審
原
告
ら
は
、
損
害
賠
償
請
求
及
び
差
止
請

求
を
放
棄
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。



【参
考
1
】

原
告
ら
と
国
等
の
間
の
和
解
の
成
立
、
同
年
一

て
互
い
に
努
力
す
る
こ
と
が
最
も
妥
当
な
解
決
で
あ

一
月
に
は
道
路
審
議
会
が

｢よ
り
良
い
沿
道
環

る
と
考
え
、
和
解
を
勧
告
し
た
こ
と
。

前

文

○
本
件
地
域
に
お
け
る
大
気
汚
染
の
現
状
認
識

①
昭
和
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
の
時

期
に
お
い
て
、
高
濃
度
の
大
気
汚
染
が
現
出
し

た
こ
と

②
公
害
健
康
被
害
補
償
法
に
基
づ
く
、
重
篤
な
認

定
患
者
が
多
発
し
た
こ
と

③
現
在
も
一
審
原
告
ら
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の

認
定
患
者
が
認
定
疾
病
の
た
め
に
苦
し
ん
で
い

る
↓
こ
1と

④
環
境
基
準
を
上
回
る
二
酸
化
窒
素
、
浮
遊
粒
子

状
物
質
に
よ
る
大
気
汚
染
が
現
在
も
続
い
て
い

る
)こ
1と

⑤
沿
道
の
生
活
環
境
が
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と

⑥
以
上
の
大
気
汚
染
は
、
工
場
な
ど
の
排
煙
だ
け

で
は
な
く
、
自
動
車
排
ガ
ス
に
よ
っ
て
も
も
た

ら
さ
れ
て
い
る
こ
と

②
沿
道
環
境
改
善
に
向
け
た
努
力

①
近
年
に
至
り
大
気
汚
染
の
改
善
、
環
境
の
復
元

の
必
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
深
ま
り
、
平
成

一
〇
年
七
月
二
九
日
の
西
淀
川
訴
訟
に
お
け
る

境
の
実
現
に
向
け
て
｣
と
題
す
る
答
申
を
し
、

沿
道
環
境
改
善
の
総
合
的
な
取
組
み
を
提
言
し

た
こ
と

②
一
審
原
告
ら
は
、
自
ら
の
被
害
体
験
に
根
ざ
し

た
要
求
を
ま
と
め
、
実
践
活
動
を
開
始
し
た
こ

　
　

③
環
境
庁
は
、
微
小
粒
子
状
物
資

(P
M
芻
)
の

測
定
法
の
確
立
等
の
研
究
を
開
始
し
た
こ
と

④
一
審
被
告
ら
は
、
法
的
責
任
の
有
無
に
係
る
第

二
次
な
い
し
第
四
次
訴
訟
の
第
一
審
判
決
の
判

断
は
受
け
入
れ
難
い
と
し
て
い
る
が
、
建
設
省

及
び
首
都
高
速
道
路
公
団
は
、
道
路
整
備
の
あ

り
方
に
対
す
る
警
鐘
と
し
て
受
け
止
め
、
平
成

三

年
一
月
一
四
日
に
、
川
崎
市
南
部
地
域
に

お
い
て
、
従
前
か
ら
の
沿
道
環
境
対
策
を
更
に

推
し
進
め
て
道
路
整
備
の
方
針
を
発
表
し
、
本

件
地
域
の
高
濃
度
の
汚
染
の
改
善
及
び
生
活
環

境
の
回
復
･
改
善
を
図
る
た
め
の
諸
施
策
の
実

施
に
着
手
し
た
こ
と

③
和
解
に
よ
る
解
決
の
妥
当
性

裁
判
所
は
、
以
上
の
諸
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
、

当
事
者
双
方
は
、
現
段
階
で
争
い
を
止
め
、
和
解
に

よ
っ
て
本
件
訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
と
と
も
に
、
将
来

に
向
か
っ
て
よ
り
良
い
沿
道
環
境
の
実
現
を
目
指
し

和
解
条
項

一

道
路
管
理
者
は
、
関
係
行
政
機
関
及
び
地
方
公

共
団
体
と
も
連
携
し
て
、
環
境
基
準
の
達
成
に
向

け
て
、
真
摯
に
取
り
組
む
こ
と

二

道
路
管
理
者
は
、
以
下
の
施
策
の
検
討
な
い
し

実
施
に
努
め
る
こ
と

1

平
成
一
一
年

一
月
一
四
日
に
公
表
さ
れ
た

｢川
崎
市
南
部
地
域
の
沿
道
環
境
改
善
の
た
め

の
道
路
整
備
の
方
針
に
つ
い
て
｣
に
従
っ
て
、

道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
、
環
境
施
設
帯
の

整
備
、
大
気
測
定
局
の
設
置
等
、
本
件
地
域
の

沿
道
環
境
改
善
の
た
め
の
道
路
の
整
備
に
取
り

組
む
こ
と

2

環
境
庁
そ
の
他
の
国
の
関
係
行
政
機
関
等
と

連
携
し
て
、
交
通
の
円
滑
化
等
の
交
通
流
対
策
、

公
共
交
通
機
関
の
利
用
促
進
対
策
、
交
通
量
抑

制
対
策
等
が
総
合
的
に
実
現
で
き
る
よ
う
誠
実

に
取
り
組
む
こ
と

3

関
係
機
関
と
協
力
し
て
、
本
件
地
域
の
道
路

沿
道
に
お
い
て
浮
遊
粒
子
状
物
資
を
含
む
大
気

質
等
の
状
況
の
把
握
に
努
め
る
こ
と

(な
お
微

小
粒
子
状
物
質

(P
M
獨
)
に
つ
い
て
は
、
適

切
な
測
定
方
法
を
検
討
し
、
測
定
デ
ー
タ
の
解

浦行セ 99 8 ･;

川
崎
大
気
汚
染
公
害
訴
訟

一
括
和
解
調
書
(要
旨
)

(平
成
一
一
年
五
月
二
〇
日
成
立
)



六

訴
訟
費
用
及
び
和
解
費
用
は
各
自
の
負
担
と
す

四

一
審
原
告
ら
は
、
損
害
賠
償
請
求
及
び
差
止
請

求
を
放
棄
す
る
こ
と

五

一
審
原
告
ら
と
一
審
被
告
は
、
本
和
解
条
項
に

定
め
る
ほ
か
、
何
ら
債
権
債
務
が
な
い
こ
と
を
相

三

一
審
原
告
ら
と
道
路
管
理
者
は

｢川
崎
市
南
部

地
区
道
路
沿
道
環
境
に
関
す
る
連
絡
会
｣
を
設
置

六 五 四 三
る 互 定 求 すl地
こ 訴 に め 一 を 一 る 区 一
と 訟 種 る 審 放 審 こ 道 審
費 認 ほ 原 葉 原 とI路 原
用 す か 告 す 告 沿 告

一 る × - に
獲 る 審 放 審 こ 道 審 着
忍 ほ 原 葉 原 と 路 原 手
か 告 す 告 沿 告 す
る 、 ら る ら 道 ら る
こ 何 と こ は 環 と こ
と ら 一 と 、 境 道 と

析
手
法
等
を
見
極
め
た
う
え
で
、
状
況
の
把
握

【参考 2 1

和解内容の比較 (川崎訴訟と西淀川訴訟)
和解前文

〔川 崎 訴 訟〕 〔西 淀 川 訴 訟〕

①訴訟の経緯

本件訴訟は川崎市川崎区及び幸区 (以下 ｢本
件地域｣という。)における公害健康被害の補償

等に関する法律の規定に基づく認定患者らが、
日本鋼管、 東京電力など企業14社とと 緑こ、 国

道 1号、 15号、 132号及び409号を設置管理して

いる国と、 神奈川県道高速横浜羽田空港線を設

置管理している首都高速道路公団に対し、 二酸

化硫黄 (S0 2)、 二酸化窒素 (N 0 2) 及び浮遊粒

子状物質 (SP M ) の排出の差止と右物質の排出

に基づく損害の賠償とを請求している事案であ

って、 その提訴は、 昭和57年、 58年、 60年及び

63年の合計 4次に及んでいる。 (以下、昭和57年

提訴事件を｢第 1次訴訟｣、 58年、 60年及び63年

提訴事件を｢第 2次ないし第 4次訴訟｣という。)

そして、 いずれの提訴事件についても企業14社

との間では平成 8年12月25日に裁判上の和解で

解決しており、 また、 第 1次訴訟並びに第 2次

及び第 3次訴訟の一部については平成 6年 1月

25日に、 残余の第 2次ないし第 4次訴訟につい

ては平成10年 8月 5日にそれぞれ第 1審判決が

言い渡されている。

本件訴訟は、 大阪市西淀川区における公害健

康被害補償法に基づく認定患者らが、 関西電力

などの企業10社とともに、 国道 2号、 同43号を

設置管理している国と、 大阪府道高速大阪池田

線、 同大阪西宮線を設置管理している阪神高速

道路公団に対し、 大気汚染物質の排出差止めと

損害賠償を求めた事案であり、 控訴は、 昭和53

年 4月、 同59年 7月、 同60年 5月、 平成 4年 4

月の合計 4次に及んだ。 (以下、昭和53年 4月提

訴事件を｢第 1次訴訟｣、 同59年 7月、 同60年 5

月、 平成 4年 4月提訴事件を ｢第 2次ないし第

4次訴訟｣という)。 いずれも、 すでに企業10社

との間では平成 7年 3月 2日に和解により解決

している。 また、 第 1次訴訟に関しては、 平成

3年 3月29日に、 第 2次ないし第 4次訴訟に関

しては平成 7年 7月 5日に、 それぞれ第 1審判

決が言い渡されている。

多 道イマセ 99 ,8



②本件地域の大気汚染の状況

本件地域においては、 昭和30年代から40年代

にかけての時期において、 全国的に見ても高濃

度の大気汚染が現出したこと、 昭和49年に施行

された公害健康被害の補償等に関する法律の規

定に基づく重篤な認定患者が多発したこと、 現

在も 1審原告らをはじめ多くの認定患者が認定

疾病のため苦しんでいること、 そして、 道路沿

道を含めて環境基準を上回る二酸化窒素、 浮遊

粒子状物質による大気汚染などが現在も続いて

いること、 沿道の生活環境が影響を受けている

ことが認められる。
こうした大気汚染は、 工場などの排煙だけで

なく、 自動車排ガスによってももたらされてい
る。

西淀川区では、 昭和30年代から同40年代にか

けて全国的に見ても高濃度の大気汚染が現出し

たこと、 昭和49年に施行された公害健康被害補

償法による認定患者が多発したこと、 現在も第

1次訴訟控訴人ら及び第 2次ないし第 4次訴訟

被控訴人らを含む多くの認定患者が疾病のため

に苦しんでいること、 そして、 現在も道路沿道

を含めて環境基準を上回る二酸化窒素などの汚

染が続いていることが認められる。
こうした大気汚染は、 工場などからの排煙だ

けでなく、 自動車排ガスによってももたらされ

ているとされている。

③沿道環境改善に向けた当事者の努力

ところで、 第 1次訴訟の提訴以来既に17年、
第 2次訴訟ないし第 4次訴訟提訴以来10年余と

いう長期間が経過し、 1審原告の中には高齢者

も多く、 また、 多数の患者が死亡している。 他

方、 近年に至って大気汚染の改善、 環境の復元

の必要性についての認識も深まり、 平成10年 7

月29日の西淀川訴訟における原告らと国及び阪

神高速道路公団との間の和解の成立、 同年 8月

5日の第 2次ないし第 4次訴訟の第 1審判決の

言渡しなどがあり、 また、 同年11月には、 建設

大臣の諮問を受けた道路審議会が ｢環境時代へ

の政策転換｣ を目指して ｢より良い沿道環境の

実現に向けて｣ と題する答申をし、 環境基準の

確保に向けて真摯な取組みが必要であるとの認

識の下、 経済、 社会活動を支えている幹線道路

の役割と沿道に居住する人々の生活環境の保全

との両立を図ることを基本理念として、 地方公

共団体や関係行政機関との連携、 住民参加と協

力等による沿道環境改善への総合的な取組みを

提言するに至った。
1審原告らは、 自らの被害体験に根ざした要

求をまめ、 第 1次提言として ｢｢クルマ社会｣の

見直しと道路公害の根絶をめざして｣、第 2次提

言として ｢被害者の完全救済と道路公害の根絶

をめざして｣の緊急提言を発表し、 ｢かわさきま
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和解条項

〔川 崎 訴 訟〕 〔西 淀 川 訴 訟〕

ー 1審被告国及び 1審被告首都高速道路公団

は、 前文記載の諸事情に照らし、 本件地域が

現在においても環境基準を上回る高濃度の汚

染地域となっていることを認識し、 国の道路

管理者である建設省及び首都高速道路公団は、
関係行政機関及び地方公共団体とも連携して、
環境基準の達成に向けて真摯に取り組む。

二 国及び首都高速道路公団は、 本件地域の交

通負荷を軽減し、 大気汚染の軽減を図るため、

一 国 ･阪神工作道路公団は、 西淀川地区にお

ける沿道環境を改善し、 良好な生活環境を形

ちづくり隊｣ を組織してその実践活動を開始し

た。 また、 環境庁は、 微小粒子状物質 (いわゆ

るP M 2 ,5) の測定法の確立等を開始した。
1審被告らは、 法的責任の有無に係る第 2次

ないし第 4 次訴訟の第 1審判決の判断は受け入

れ難いとしているが、 建設省及び首都高速道路

公団は、 道路整備のあり方に対する警鐘として

受け止め、 かつ、 本件地域の深刻な大気汚染の

実態を重視して、 平成10年 7月31日に設置した

り1l崎市南部地域道路沿道環境対策検討会｣ 等

の関係行政機関との協議、 検討を踏まえつつ、
平成11年 1月14日には、 従前努力してきた沿道

環境対策を更に推し進めて道路整備の方針を発

表し、 本件地域の高濃度の汚染の改善及び生活

環境の回復 ･改善を図るための諸施策の実施に

着手した。

④和解による解決の妥当性

当裁判所は、 以上のような諸事情を総合考慮

して、 当事者双方は現段階で争いを止め、 和解

によって本件訴訟を終結させるとともに、 当事

者双方が将来に向かってより良い沿道環境の実

現を目指して互いに努力することが最も妥当な

解決であると考え、 以下のとおり和解を勧告す

る。

以上の事情一切を総合すれば、 当裁判所は、
現段階で争いを止め、 和解によって本件訴訟を

終結させるとともそご、 当事者双方が将来に向か

ってより良い沿道環境の実現を目指し互いに努

力することが最も妥当な解決であると考え、 以

下のとおり和解を勧告する。



道路管理者としてとり得る以下の施策の検討
ないし実施に努めることとする。
1国の道路管理者及び首都高速道路公団は、 jli

崎市と連携を図りながら、 平成11年 1月14日

に公表された りi-崎市南部地域の沿道環境改
善のための道路整備の方針について｣ に従っ
て、

(1)自動車交通を臨海部へ適切に誘導するための
道路ネットワークの整備

(2)市街地内の幹線道路の自動車交通が沿道に及

ぼす影響を緩和するための

①環境施設帯の整備、 遮音壁の設置、 低騒音

舗装の敷設等の道路構造の改善
②道路拡幅、 交差点構造の改良、 連続立体交
差の整備による交通流の円滑化

③沿線道路の沿道の整備に関する法律の規定
を活用した沿道地域の整備

(3)光触媒、 土壌による浄化システムの設置の試

行的実施、 大気測定局の設置など、 本件地域

の沿道環境改善のための道路の整備に取り組
むとともに、
(4)中長期的に着手する対策として、
①国道357号 (大黒埠頭~ 羽田空港) の整備
②生麦ジャンクション等の整備の検討

③ロードプライシングの首都高速道路への適

用についての制度的、 技術的な問題、 他の
幹線道路への影響等を含めた検討、 を行う
こと。
2 国の道路管理者及び首都高速道路公団は、 道

路管理者以外の国の関係行政機関が道路管理
者と連携して実施する対策について、 環境庁

その他の国の関係行政機関等と連携して、 交
通円滑化等の交通流対策、 公共交通機関の利

用促進対策、 交通量の抑制対策等の沿道環境

改善のための環境対策が総合的に実現できる
よう、 誠実に取り組むこと。
3国の道路管理者及び首都高速道路公団は、 関
係機関と協力して本件地域における国及び首
都高速道路公団が管理する道路沿道において、
浮遊粒子状物質を含む大気質等の状況の把握
に努めること。 なお、 微小粒子状物資 (いわ

ゆるP M 2 ,5) については、 適切な測定方法を

成するため、 沿道住民の協力を得たうえで、
以下の施策の実施につとめることとする。
賞賛道環境の改善

H 本件対象道路 (国道 2号、 同43号、 大阪府道

高速大阪池田線、 同大阪西宮線) の交通負荷

の軽減を図るため、 交差点改良、 案内標識の

設置等、 道路管理者としてとり得る施策の実

施につとめるとともに、 交通需要の動向を踏

まえ、 国道43号西淀川区佃地区の車線削減を

行うこと。 さらに、 公共交通機関の利便性の
向上を図るため、 バス停留所の休憩施設を整

備するほか、 自転車道の整備につとめること

□植樹帯の設置、 低騒音舗装の敷設等につとめ
ること。
◎橋桁の美装化等の景観整備につとめること。
回必要な調査を実施の上、 関係機関と協力して、
沿道法を活用した街づくりの支援につとめる

こと。
囮その他の総合的な環境対策については、 関係

機関との連絡調整会議等の場で、 関係機関と

連携して、 誠実に取り組んでいくこと。
2新しい施策への取組み

H 本件対象道路において、 光触媒をモデル的に

ガードレール、 遮音壁等に塗布し、 窒素酸化

物等の大気汚染物質の分解及び景観整備に関
する効果等を把握すること。
□関係機関と協力し、 浮遊粒子状物質を含む本

件対象道路沿道においての大気汚染等の状況

把握につとめること。
微細粒子状物質 (いわゆるP M 2 .5) につい

ては、 適切な測定方法を検討し、 測定データ

の解析手法等を見極めたうえで、 本件対象道

路沿道において、 その状況把握に着手するこ

ととする。
3前各号に掲げるもののほか、 今後とも積極的

に必要な環境対策の推進につとめることとす
る。

,渚行わ QQ Q
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検討し、 測定データの解析手法等を見極めた

うえで、 本件地域における国及び首都高速道

路公団が管理する道路沿道において、 状況の

把握に着手すること。

三 1 審原告らと国の道路管理者及び首都高速
道路公団とは、｢川崎市南部地区道路沿道環境

に関する連絡会｣ を設置することを合意する。

二 第 1次訴訟控訴人ら及び第 2次ないし第 4
次訴訟被控訴人らと国 ･阪神高速道路公団は、
｢西淀川地区沿道環境に関する連絡会｣ を設

置するこ げ"合意する。

四 第 1次ないし第 4次訴訟の 1審原告らは、
前文記載の諸事情及び前項までの和解条項の

内容に鑑み、 その余の請求を放棄する。
五 第 1次ないし第 4次訴訟の 1審原告らと国
及び首都高速道路公団は、 本件訴訟に係る請

求に関し、 本和解条項に定めるほか、 何らの

債権債務がないことを相互に確認する。
六 訴訟費用及び和解費用は第 1、 2審を通じ
各自の負担とする。

三 第 1次訴訟控訴人ら及び第 2次ないし第 4
次訴訟被控訴人らは、 その余の請求を放棄す

る。

四 第 1次訴訟控訴人ら及び第 2次ないし第 4

次訴訟被控訴人らと国 ･阪神高速道路公団は、
本件訴訟に係る請求に関し本和解条項に定め

るほか、 何らの債権債務がないことを相互に

確認する。
五 訴訟費用は各自の負担とする。
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二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
、
共
同
溝
の
整
備
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法

(昭
和
三
八
年
法
律
第
八
一
号
。

以
下
｢共
同
溝
法
｣
と
い
う
。)
第
一
四
条
第
一
項
及 図 1 再編成の形態

　
　
信

る

り

通

よ

あ

気

に

制

電

法
規

　　
　
　
　
　　

脚本電信電話株式会社の再編成に伴う
道路占用関係事務の取扱い



表 I N T T再編成に係る通達一覧

件 名 日 付 文書番号 発出者 宛 先

式
伴
事

い

株
に
係

っ

話

成

関

に

電

編

用

い

信
再
占
扱

電

の
路

取

本

社

道

の

日
会

う

務

て

6月28ロ

建設省道政発

第42号

道路局長

地方建設局長

沖縄総合事務局長

北海道開発局長
建設省道政発

第42号の 2

道路関係 4公団の長

地方道路公社理事長

建設省道政発

第42号の 3

建設省道政発

第42号の 4

都道府県知事

政令指定市長

式
伴
事
い

株
に
係

っ

話

成

関
に

電

編

用

い

信
再
占
扱

電

の
路

取

本

社

道

の

日

会

う

務

て

6月28 日
鯛省号設燈建第 長課政路

般設長
長

建

部

長

部

発

当

長

部
設
開
担
事

路

建

局

団

理

道

局

務

公

社

局

発

事

4

公

設

開

合

係

路

建

道

総

関

道

方
海
縄
路
方

地

北

沖

道

地

長

長

局
部
当
当

担

担

市

県

定
府
指繃諭

発政
2

道

の

省

号

設

鮨
建
第

式

い
電

再

に

株

て
本

社

い

話

し

日
会

扱

電

結

の
式

取

信
締
等
株

の

電

と

書

話

後

て

本

社

党

電

成

い

日

会

た

信

綱

つ

7月 l H

発

発

街

政

都

道

省

号

省

号

設
館
設

48

建

第

建

第

長

長
局
局
市

路
部
道

長
帳

長

局

団

長

局

務

公

事

長

局
発
事
4
知

市

設

開

合

係

県

定

建

道

総

関

府

指

方
海
縄
路
道
令

地

北

沖

道

都

政

び
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(平

成
七
年
法
律
第
三
九
号
。
以
下

｢電
線
共
同
溝
法
｣

と
い
う
。)第
一
〇
条
の
規
定
に
よ
り
会
社
に
対
し
て

道
路
管
理
者
が
し
た
許
可
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
許
可

に
係
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
承
継
会
社
に
対

し
て
道
路
管
理
者
が
し
た
許
可
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

②

電
線
共
同
溝
法
に
基
づ
く
占
用
予
定
者
の
地
位

ま
た
、
改
正
法
第
一
九
条
第
五
項
に
お
い
て
、
改

正
法
の
施
行
日
前
に
電
線
共
同
溝
法
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
会
社
が
道
路
管
理
者
に
対
し
て
し
た

占
用
の
許
可
の
申
請
に
係
る
同
法
第
五
条
第
二
項
の

電
線
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
は
、
当
該
申
請

に
係
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
承
継
会
社
が
承

継
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
た
。

な
お
、
共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
地
位
に
つ
い
て

は
、
改
正
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

れ
は
、
共
同
溝
法
第
一
〇
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

共
同
溝
の
占
用
予
定
者
の
事
業
に
つ
い
て
譲
渡
が
あ

っ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
を
譲
り
受
け
た
者
が
承
継

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
般
の
再
編

成
に
当
た
っ
て
も
同
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
金
ハ同
溝
の
建
設
費
、
管
理
費
に
つ
い
て
は
、
後

述
)

③

再
編
成
に
よ
り
、
道
路
占
用
に
係
る
申
請
事
項
で

変
更
と
な
る
の
は
基
本
的
に
は
占
用
主
体
の
変
更
で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
占
用
許
可
等
の
み
な
し
規
定
が

措
置
さ
れ
な
い
場
合
、
N
T
T
再
編
成
の
七
月
一
日

以
降
に
承
継
会
社
名
義
で
占
用
許
可
の
申
請
を
し
て

も
ら
う
こ
と
と
な
り
、
会
社
が
占
用
し
て
い
る
物
件

が
電
柱
、
管
路
等
膨
大
な
量
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
各
道
路
管
理
者
は
一
度
に
膨
大
な
量
の
占
用
申

請
を
処
理
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
申

請
か
ら
許
可
を
与
え
る
期
間
に
つ
い
て
、
承
継
会
社

は
道
路
を
占
用
す
る
根
拠
を
失
う
こ
と
と
な
り
、
不

法
占
用
の
状
態
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、

今
般
の
再
編
成
を
契
機
と
し
て
既
存
の
道
路
占
用
物

件
に
つ
い
て
取
扱
い
を
変
更
し
道
路
占
用
を
認
め
な

い
と
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
な
い
の
で
、
道
路
管
理

者
と
し
て
も
み
な
し
規
定
を
措
置
す
る
必
要
が
あ
っ

た
も
の
で
あ
る
o

㈱
1

今
般
の
N
T
T
再
編
成
に
あ
た
り
、
地
域
会
社

(東
日
本
電
信

ZO 道行セ 99.8



電
話
株
式
会
社
又
は
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
を
い
フ
。
以
下

が
、
図
面
の
整
備
に
は
か
な
り
の
時
間
と
作
業
を
要
す
る

同
じ
。)
又
は
長
距
離
会
社

(
エ
ヌ
･
テ
ィ
･
テ
ィ
･
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)
へ
の
事
業
の
承
継

に
つ
い
て
は
、
承
継
会
社
が
承
継
す
る
権
利
及
び
義
務
は
会
社
の

有
す
る
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
特
定
の
も
の
を
承
継
す
る
こ
と
か

ら

｢
一
般
承
継
｣
に
は
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

2

N
T
T
法
附
則
の
共
同
溝
法
の
み
な
し
規
定
の
条
文
中

｢整
備

法
附
則
第
二
六
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ

れ
て
会
社
が
し
た
占
用
に
係
る
許
可
を
含
む
。｣と
あ
る
が
、
整
備

法
附
則
第
二
六
条
の
規
定
と
は
、
電
電
公
社
が
民
営
化
さ
れ
た
際

に
電
電
公
社
に
対
す
る
占
用
許
可
を
N
T
T
に
対
す
る
許
可
と
み

な
し
た
も
の
で
あ
り
、
共
同
溝
の
占
用
許
可
に
つ
い
て
は
期
限
の

概
念
が
な
い
た
め
、
当
時
み
な
し
た
許
可
も
含
め
て
、
今
回
の
み

な
し
規
定
の
対
象
と
す
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
な
お
、
道
路
法

の
占
用
許
可
は
一
〇
年
と
い
う
期
限
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
電

線
共
同
溝
は
電
電
公
社
の
民
営
化
の
際
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
条
文
を
措
置
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
も
の
で

あ
る
。

②

道
路
占
用
関
係
事
務
の
取
扱
い

前
述
の
と
お
り
、
新
た
な
占
用
の
許
可
の
申
請
の
手
続

等
は
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
占
用
の
許
可
又
は
占
用

予
定
者
の
地
位

(以
下

｢占
用
許
可
等
｣
と
い
う
。)
が
い

ず
れ
の
承
継
会
社
に
対
し
て
し
た
許
可
と
み
な
さ
れ
、
又

は
い
ず
れ
の
承
継
会
社
が
承
継
し
た
か
を
正
確
に
把
握
す

る
こ
と
は
、
道
路
管
理
上
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
の
承
継
会
社
か
ら
、
速
や
か
に
改
正
法
の
施
行
日

後
に
お
け
る
占
用
許
可
等
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
承
継

届
出
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
占
用
許
可
等
の
状
況
を
把
握
す
る
た
め
、
承
継

届
出
書
に
は
必
要
な
図
面
等
を
添
付
さ
せ
る
こ
と
と
し
た

た
め
、
道
路
管
理
に
支
障
が
な
く
、
道
路
管
理
者
が
占
用

許
可
等
の
状
況
を
把
握
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
承
継

会
社
と
協
議
の
上
、
承
継
届
出
書
に
添
付
す
る
必
要
な
図

面
の
提
出
に
代
え
て
、
会
社
の
占
用
物
件
を
そ
れ
ぞ
れ
の

承
継
会
社
ご
と
に
分
計
し
た
調
書
や
承
継
会
社
が
会
社
か

ら
引
き
継
い
だ
既
存
の
占
用
物
件
管
理
台
帳
の
図
面

(企

業
別
管
理
台
帳
図
)
の
提
出
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
し
た
。

③

七
月
一
日
前
に
な
さ
れ
た
申
請
に
対
す
る
許
可
が
七

月

一
日
以
後
に
な
る
場
合
の
取
扱
い

改
正
法
に
お
い
て
、
七
月
一
日
前
に
会
社
か
ら
受
け
た

占
用
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
承
継
会
社
が
し
た
占
用
の

許
可
の
申
請
と
み
な
す
規
定
は
な
い
。
こ
れ
は
、
法
令
で

そ
の
占
用
手
続
の
経
過
措
置
を
規
定
し
な
く
と
も
行
政
措

置
で
足
り
る
と
し
た
昭
和
六
〇
年
の
電
電
公
社
の
民
営
化

の
際
と
同
じ
で
、
通
達
に
お
い
て
は

｢や
む
を
得
ず
そ
の

処
理
が
再
編
成
後
と
な
る
場
合
に
は
、
承
継
会
社
か
ら
占

用
の
許
可
の
申
請
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
て
処
理
｣
す

べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。

二

占
用
料
の
取
扱
い

=

七
月

一
日
後
の
施
設
の
形
態
及
び
占
用
料
の
徴
収
方
法

再
編
後
の
施
設
の
形
態
は
三
通
り
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ

に
伴
う
占
用
料
の
徴
収
方
法
は
以
下
の
通
り
に
整
理
さ
れ

る

(表
2
)
。

ア

一
の
承
継
会
社
の
み
に
占
用
物
件
が
引
き
継
が
れ

る
単
独
区
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
承
継
会
社
か
ら
所

定
の
占
用
料
を
徴
収
す
る
。

イ

地
域
会
社
の
い
ず
れ
か
と
長
距
離
会
社
と
の
二
の

承
継
会
社
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
が
れ
る
占
用
物
件
が

混
在
す
る
混
在
区
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
承
継
会
社

か
ら
所
定
の
占
用
料
を
徴
収
す
る
。

な
お
、
地
域
会
社
の
電
話
柱
に
長
距
離
会
社
が
電

線
を
共
架
す
る
場
合
は
、
他
の
事
業
者
が
共
架
電
線

と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
公
平
の
観
点
か

ら
共
架
電
線
と
し
て
占
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
適

切
で
あ
ろ
う
o

ウ

洞
道
及
び
中
口
径
管
路
の
一
部
の
区
間
に
お
い
て
、

同
一
の
施
設
を
地
域
会
社
の
い
ず
れ
か
と
長
距
離
会

社
が
共
同
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
共
有
区
間
は
、
再

編
成
に
よ
り
新
た
な
占
用
形
態
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
、

承
継
会
社
毎
に
そ
の
所
有
す
る
固
定
資
産
を
明
確
に

分
け
る
こ
と
が
N
T
T
再
編
成
の
前
提
で
あ
り
、
一

の
構
造
物
に
つ
い
て
、
地
域
会
社
又
は
長
距
離
会
社

い
ず
れ
か
に
帰
属
す
る
も
の
と
は
で
き
な
い
洞
道
又

は
中
口
径
管
路
に
係
る
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
承
継
会
社
が
当
該
物
件
に
関
し
て
有
す
る
持

分
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

囲
1

区
間
ご
と
に
共
有
持
ち
分
の
比
率
が
異
な
り
、
そ
の
比
率
が
か

わ
る
ご
と
に
占
用
料
を
算
定
す
る
こ
と
が
、
い
た
ず
ら
に
事
務
の
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繁
雑
を
招
く
と
道
路
管
理
者
が
判
断
す
る
場
合
は
、
施
設
の
態
様

が
別
個
に
占
用
料
を
徴
収
し
て
ぃ
る
実
態
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
と

②

占
用
料
の
徴
収
時
期

等
を
考
慮
し
た
区
間
の
平
均
の
比
率
に
よ
り
算
定
し
て
も
差
し
支

ん
ど
の
道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、
地
下
埋
設
物
件
の
一
部
と
し

え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
再
編
前
の
占
用
料
が

｢1
｣
と
す
れ
ば
、
再
編
後
の
地

域
会
社
と
長
距
離
会
社
の
占
用
料
の
合
計
は

｢1
｣
と
な
る
こ
と

が
基
本
で
あ
る
が
、
端
数
処
理
の
た
め
全
く
同
額
と
な
ら
な
い
場

合
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

2

洞
道
及
び
中
口
径
管
路
以
外
に
資
産
を
共
有
す
る
物
件
と
し
て
、

マ
ン
ホ
ー
ル
、
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
、
防
護
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
あ
る
が
、

マ
ン
ホ
ー
ル
、
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
に
つ
い
て
は
一
部
の
道
路
管
理
者

表

施設の形 占用料の徴収方法

地下埋設管路等

単独区間 承継会社より徴収

混在区間 それぞれの承継会社より徴収

共有区間(注 1 ) それぞれの承継会社より持分に応じた額を徴収

電 話 柱 単独(地域)(注 2 ) 地域会社より徴収

架 空 線
単独(地域) 地域会社より徴収 (}主3 )

混在区間 それぞれの承継会社より徴収

(注) 1 会社の再編成に伴って生ずる新たな占用の形態である。
2 電話柱は原則として地域会社の所有となる。 一部において長距離会社が占用

する電話柱があるが、 これには地域会社の電線は添架していない。
3 電話柱と一体的に占用するものとして取り扱う。

ん
ど
の
道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、
地
下
埋
設
物
件
の
一
部
と
し

て
徴
収
し
て
い
る
こ
と
や
、
防
護
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
つ
い
て
は
地

下
埋
設
物
件
の
一
部
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
通
達
に
お

い
て
記
述
す
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
然
に
資

産
割
合
に
よ
る
按
分
で
占
用
料
の
額
を
算
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る

ぷノ
o

ま
た
、
平
成
一
一
年
三
月
三
一
日
付
け
の
路
政
課
長
通

達

｢電
気
通
信
設
備
等
の
共
同
収
容
の
う
ち
占
用
の
許
可

を
受
け
た
管
路
の
所
有
者
等
が
当
該
許
可
に
基
づ
く
権
利

及
び
義
務
の
範
囲
内
で
行
う
他
の
電
気
通
信
事
業
者
等
の

電
気
通
信
設
備
等
の
設
置
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
(建

設
省
道
政
発
第
三
一
号
)
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
今
般

の
N
T
T
再
編
成
に
よ
り
地
域
会
社
の
い
ず
れ
か
と
長
距

離
会
社
が
共
同
所
有
す
る
こ
と
と
な
る
物
件
が
あ
る
場
合
、

同
通
達
に
定
め
る
取
扱
い
に
よ
り
措
置
で
き
る
も
の
で
あ

る
旨
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
域
会
社
と
他
の
電
気

通
信
事
業
者
と
の
間
で
同
取
扱
い
が
行
え
る
と
し
て
い
る

の
に
対
し
て
、
地
域
会
社
と
長
距
離
会
社
と
の
間
で
は
行

え
な
い
と
し
た
の
で
は
不
公
平
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
な
お
、
同
通
達
に
定
め
る
取
扱
い
は
、
承
継
に
係
る

事
務
手
続
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
別
途
占
用
の
目
的
の
変
更
の

許
可
の
申
請
が
必
要
で
あ
り
、
い
ず
れ
か
一
方
の
占
用
許

可
を
受
け
る
会
社
は
当
該
占
用
物
件
に
係
る
持
分
割
合
に

対
す
る
占
用
料
で
は
な
く
、
当
該
占
用
物
件
に
係
る
全
体

の
占
用
料
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
る
。

平
成
=
年
度
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
会
社
か
ら
年

度
当
初
に
徴
収
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
年
度
の
途
中
で
新
た

に
占
用
を
許
可
す
る
も
の
を
除
き
、
承
継
会
社
か
ら
新
た

に
占
用
料
を
徴
収
す
る
の
は
、
平
成
一
二
年
度
か
ら
と
な

　　
　た

だ
し
、
混
在
区
間
に
お
い
て
、
地
域
会
社
の
所
有
す

る
電
柱
に
新
た
に
長
距
離
会
社
が
電
線
を
共
架
す
る
形
態

と
な
る
場
合
に
は
、
前
述
の
と
お
り
長
距
離
会
社
か
ら
本

年
七
月
一
日
か
ら
の
共
架
電
線
に
係
る
占
用
料
を
徴
収
す

る
こ
と
に
な
る
。

③

占
用
料
の
経
過
措
置
の
取
扱
い

平
成
八
年
四
月
の
占
用
料
改
正
に
際
し
て
、
事
業
者
の

負
担
軽
減
措
置
と
し
て
、
平
成
八
年
度
以
降
の
各
年
度
の

、

1

4

★

ず

　
　
　　
用

L

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　

　
　

社

域

距

表

'

A :平成 7年度の占用料の額。ただし、 (政令に定める

占用料の額)> (1,1)6A とする。
m :占用物件のうち、 地域会社に引き継がれることと

なったものの当該占用物件全体に対する割合

平成10年 平成11年 平成12年

驫
社

域

距

会

地

長

(1
.
1)3 A (1

,
1)4 A

mー

m

q

×

×

始
松
⑪
⑪
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占
用
料
の
額
は
、
前
年
度
の
占
用
料
の
額
に
一
･
一
を
乗

法
施
行
令

(昭
和
三
八
年
政
令
第
三
四
三
号
)
第
六

も
の
と
し
た
。

じ
て
得
た
額
を
限
度
と
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
。
N
T
T

条
第

頁
の
規
定
に

葺

い
て
ト
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ

再
編
成
に
よ
り
会
社
が
分
割
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
こ
の

経
過
措
置
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
は

な
い
か
ら
、
｢道
路
法
施
行
令
及
び
道
路
整
備
特
別
措
置
法

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
施
行
に
つ
い
て
｣
(昭

和
四
二
年
一
一
月
一
三
日
付
け
建
設
省
道
政
発
第
九
〇

号
)
記

3
③
⑬
④
の
取
扱
い
は
、
承
継
会
社
に
対
し
て

も
継
続
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

算
定
の
基
礎
と
な
る
前
年
度
の
占
用
料
の
額
は
、
会
社
が

前
年
度
に
支
払
っ
た
占
用
料
を
そ
れ
ぞ
れ
の
承
継
会
社
が

引
き
継
ぐ
占
用
物
件
に
応
じ
て
分
計
し
た
額
と
な
る

(表

3
)
0三

共
同
溝
の
建
設
負
担
金
、
管
理
負
担
金
に

関
す
る
取
扱
い

共
同
溝
の
建
設
に
係
る
諸
手
続
き
が
、
N
T
T
再
編
成

の
七
月

一
日
に
ま
た
が
り
、
か
つ
地
域
会
社
の
い
ず
れ
か

と
長
距
離
会
社
の
二
の
承
継
会
社
に
引
き
継
が
れ
る
場
合

の
建
設
費
、
管
理
費
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
N
T
T
の

有
す
る
権
利
及
び
義
務
が
各
承
継
会
社
に
引
き
継
が
れ
る

こ
と
か
ら
、
次
の
と
お
り
通
達
で
示
さ
れ
た
。

①

七
月
一
日
前
に
会
社
が
既
に
共
同
溝
法
第
一
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
の

管
理
費
用
に
つ
い
て
は
、
会
社
が
負
担
す
べ
き
管
理

費
用
の
額
を
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
承
継
会
社
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
同
条

第
二
項
の
規
定
の

｢前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
又
は
同
項
の
割
合
に
よ
る
こ
と
が
著
し

く
公
平
を
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
｣
に
該
当
す
る

と
き
は
、
共
同
溝
を
占
用
す
る
者
の
意
見
を
き
き
、

負
担
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

②

七
月
一
目
前
に
会
社
が
既
に
共
同
溝
法
第
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
法

第
一
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
占
用
の
許
可
を
受

け
て
い
な
い
場
合
に
は
、
会
社
が
負
担
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
た
建
設
費
の
額
を
承
継
会
社
の
占
用
物
件

の
数
量
及
び
規
模
の
割
合
に
応
じ
て
分
割
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
承
継
会
社
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
(管

理
費
用
に
つ
い
て
は
、
①
と
同
じ
取
扱
い
で
あ
る
。)

圏
電
線
共
同
溝
に
つ
い
て
は
、
二
の
承
継
会
社
に
引
き
継
が
れ
る
例
が

全
国
で
数
例
と
い
う
こ
と
か
ら
、
通
達
で
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

取
扱
い
は
共
同
溝
の
例
に
よ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

四

地
下
埋
設
電
線
の
名
称
等
の
明
示
に
つ
い
て

道
路
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
の
二
に
お
い
て
、
電
線

等
の
名
称
等
の
明
示
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
既

設
の
地
下
電
線
に
つ
い
て
も
改
め
て
掘
り
返
し
て
承
継
会

社
の
名
称
を
明
示
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
電

線
の
取
替
時
等
に
際
し
て
承
継
会
社
の
名
称
を
明
示
す
る

五

覚
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

再
編
成
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
に
会
社
と
締
結
し
た
覚
書

等

(①
占
用
物
件
等
の
移
転
等
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の

取
扱
い
、
②
橋
の
新
設
又
は
改
築
に
際
し
、
電
気
通
信
線

路
を
添
架
す
る
場
合
の
費
用
負
担
の
取
扱
い
、
③
一
般
国

道
等

(有
料
道
路
を
除
く
。)
の
管
理
に
用
い
る
通
信
施
設

の
設
置
及
び
通
信
役
務
の
提
供
の
取
扱
い
)
に
つ
い
て
は
、

N
T
T
が
再
編
成
さ
れ
て
も
従
前
ど
お
り
取
り
扱
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
、
各
承
継
会
社
と
建
設
省
と
の
往

復
書
簡
に
よ
り
確
認
さ
れ
、
七
月
一
日
付
け
で
建
設
省
都

市
局
長
及
び
道
路
局
長
名
で
通
知
さ
れ
た
。

な
お
、
電
電
公
社
の
民
営
化
の
際
に
お
い
て
も
、
従
前

の
覚
書
の

｢例
に
よ
る
｣
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る

(表

4
)
0あ

と
が
き

N
T
T
再
編
に
係
る
占
用
に
関
す
る
事
務
の
取
扱
い
の

留
意
事
項
及
び
覚
書
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
通
達
に
示

さ
れ
た
内
容
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
各
道
路
管
理
者

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
改
正
法
及
び
通
達
の
趣
旨
に
鑑
み
、

適
切
な
対
応
を
取
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。
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表 4

覚 書 締結者 読み替え

①占用物件等の移転等に要する費用負担

建設省道路局長
日本電信電話株式会社代表

取締役社長

日本電信電話株式会社

↓
東日本電信電話株式会社

西日本電信電話株式会社
N T T コミュニケーションズ

日本電信電話株式会社に係る道路の占用物件
等の移転等に要する費用の負担に関する覚書
(平成10年 7月21日)

日本電信電話株式会社に係る道路の占用物件
等の移転等に要する費用の負担に関する覚書
(平成10年 7月21日)

建設省都市局長

日本電信電話株式会社代表

取締役社長

②橋の新設又は改築に際し、電気通信線路を

添架する場合の費用負担

建設省道路局長、都市局長
日本電信電話公社施設局長

日本電信電話公社

↓
東日本電信電話株式会社

西日本電信電話株式会社
N T T コミュニケーションズ

、

橋の新設又は改築に際し、公衆電気通信線路
を添架する場合の費用負担に関する覚書
(昭和39年 3月25日)

③一般国道等(有料道路を除く。) の管理に用
いる通信施設の設置及び通信役務の提供

一般国道等の通信施設に関する覚書
(昭和45年 4月17日)

一般国道等の通信施設に関する覚書の
細目事項
(昭和45年 4月17日)

建設省道路局長

日本電信電話公社営業局長
同公社施設局長
建設省道路局長

日本電信電話公社公社営業

局長、同公社施設局長

日本電信電話公社

↓
東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社

(注)③について、長距離会社であるN T T コミュニケーションズは通信施設の設置及び通信役務の提供を

行わない。
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平
成
一
二
年
圏
丑
建
議
の
現
況
(建
議
白
書
)の
概
要

"
道行セ 99.8

道
路
局
道
路
総
務
課

は
じ
め
に

今
年
の
国
土
建
設
の
現
況

(建
設
白
書
)
で
は
、
ま
ず

｢第
1

総
説
｣
に
お
い
て
、
過
去
将
来
の
人
ロ
の
み
な

ら
ず
そ
れ
に
関
連
す
る
動
き
と
の
関
係
に
着
目
し
つ
つ
、

日
本
が
こ
れ
ま
で
創
り
上
げ
て
き
た
国
土
や
都
市
、住
宅
･

社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
特
徴
や
課
題
、
さ
ら
に
は
人
ロ
動

態
の
変
化
の
中
で
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
社
会
経
済
の
変
化
を

と
ら
え
、
そ
の
観
点
か
ら
改
め
て
人
ロ
動
態
を
見
つ
め
直

し
て
今
後
の
方
向
性
を
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
｢第
2

国
土
建
設
施
策
の
動
向
｣
の
う
ち
道
路

関
係
施
策
に
つ
い
て
は
、
｢社
会
、
経
済
、
生
活
を
支
え
る

道
づ
く
り
｣
と
題
し
、
道
路
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
を
最

新
の
資
料
･
情
報
に
基
づ
い
て
整
理
･
分
析
す
る
と
と
も

に
、
平
成
一
〇
年
度
、
平
成
一
一
年
度
の
主
要
施
策
に
つ

い
て
解
説
し
て
い
る
o

以
下
、
本
年
の
建
設
白
書
の
う
ち
、
総
説
、
道
路
関
係

部
分
を
中
心
に
そ
の
概
略
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　　

　　

,
人
口
の
動
き
か
ら
見
を
住
宅
･
社
会
資
本
5

第
一章

住
宅
･
社
会
資
本
の
形
成
と
人
口
の

動
き

第
一
節

戦
後
の
住
宅
･
社
会
資
本
形
成
の
軌
跡

高
度
成
長
の
出
発
点
と
さ
れ
て
い
る
昭
和
三
〇
年
か
ら

現
在
ま
で
我
が
国
の
経
済
規
模
は
お
よ
そ
一
〇
倍
、
人
ロ

規
模
も
戦
後
か
ら
約
一
･
六
倍
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
急

激
な
変
化
は
国
土
の
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
活
動
を
よ
り

活
発
で
高
密
度
の
も
の
と
し
、
国
土
と
住
宅
･
社
会
資
本

l8(雌 1850 1900 1950 20節 2050 2100

資料) 国立社会保障 ･人ロ問題研究所 ｢人口の動向｣、 ｢マクミラン世界歴史統計｣、
国際連合 ｢世界人ロ予測 (1950→2050)｣

図表 l 日本 ･イギリス ･フランスの人口の推移
(実測値 ･推測値)
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の
形
成
過
程
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た

(図
表
-
)。

戦
後
、
我
が
国
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
長
期
的
に
低
下

し
、
従
属
負
担
の
継
続
的
な
低
下
を
も
た
ら
し
た
。
こ
う

し
た
時
期
は
世
界
人
口
白
書
に
お
い
て
は

｢人
ロ
ボ
ー
ナ

ス
期
｣
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
我
が
国
の
場
合
は
高
度
成

長
の
時
期
と
ち
ょ
う
ど
重
な
っ
て
い
る

(図
表
2
)。

高
度
成
長
期
に
は
、
大
都
市
圏
へ
膨
大
な
人
ロ
が
移
動

す
る
と
同
時
に
、
主
と
し
て
第
二
次
産
業
で
雇
用
さ
れ
、

経
済
成
長
率

l鬮経済成長率 (実質GD離郷)!-- 従属人口拍数
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従
属
人
口
指
数

我
が
国
の
就
業
形
態
を
雇
用
者
化
す
る
と
と
も
に
急
速
に

工
業
化
を
押
し
進
め
る
原
動
力
と
も
な
っ
た
。
ま
た
、
新

し
い
世
帯
の
増
加
に
よ
り
住
宅
や
耐
久
消
費
財
の
需
要
が

創
出
さ
れ
、
そ
れ
が
高
度
成
長
を
需
要
面
か
ら
支
え
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
人
口
の
動
き
は
一
方
で
は

人
ロ
ボ
ー
ナ
ス
と
い
う
人
ロ
構
成
上
の
要
因
を
通
じ
て
、

他
方
で
は
人
ロ
移
動
に
よ
る
労
働
力
の
供
給
と
需
要
の
創

出
を
通
じ
て
、
高
度
成
長
の
実
現
を
支
え
た
。

こ
の
時
期
の
我
が
国
の
資
本
形
成
を
振
り
返
る
と
、
昭

和
四
五
年
頃
ま
で
は
経
済
の
高
度
成
長
に
伴
っ
て
民
間
の

資
本
形
成
が
急
激
に
延
び
、
社
会
資
本
に
関
し
て
は
、
人

ロ
集
中
･
都
市
化
･
工
業
化
の
中
で
大
都
市
圏
へ
の
投
資

の
比
率
が
高
く
、
ま
た
事
業
目
的
別
投
資
額
の
構
成
比
も

比
較
的
産
業
基
盤
で
高
か
っ
た
。

結
局
、
人
ロ
の
動
き
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
我
が
国
は

人
ロ
ボ
ー
ナ
ス
を
最
大
限
利
用
す
る
形
で
大
都
市
に
人
□

を
集
め
つ
つ
第
二
次
産
業
に
投
入
し
、
ま
た
民
間
資
本
や

産
業
基
盤
社
会
資
本
に
集
中
的
な
投
資
を
行
っ
て
奇
跡
的

な
高
度
成
長
を
達
成
し
、
国
民
に
大
き
な
福
利
を
も
た
ら

し
た
が
、
反
面
で
過
密
･
過
疎
問
題
な
ど
、
国
土
形
成
･

国
土
利
用
の
ゆ
が
み
と
い
え
る
問
題
も
引
き
起
こ
し
た
。

昭
和
四
八
年
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
の
前
後
に
我
が
国
の
経

済
は
安
定
成
長
の
時
代
に
入
っ
た
。
こ
の
時
期
は
高
度
成

長
が
も
た
ら
し
た
国
土
形
成
過
程
の
ゆ
が
み
を
あ
る
程
度

修
正
し
て
い
く
時
期
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
社
会
資
本
が
そ

の
遅
れ
を
少
し
ず
つ
取
り
戻
し
て
い
っ
た
。
地
域
的
に
も

大
都
市
に
比
べ
て
遅
れ
て
い
た
地
方
の
社
会
資
本
整
備
が

進
み
、
ま
た
、
内
容
的
に
も
生
活
関
連
基
盤
整
備
へ
の
投

資
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。

昭
和
六
〇
年
頃
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
経
済
の
時
期

に
は
、
再
び
人
ロ
移
動
の
波
が
訪
れ
、
東
京
圏
へ
の
人
ロ

の
一
極
集
中
が
起
こ
る
と
と
も
に
、
民
間
の
投
資
が
盛
ん

に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
三
大
都
市
圏
を
中
心
に
地
価

高
騰
が
発
生
し
、
結
果
と
し
て
大
都
市
中
心
部
に
虫
食
い

上
の
低
未
利
用
地
が
残
さ
れ
る
な
ど
、
住
宅
･
社
会
資
本

に
関
す
る
課
題
を
残
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
住
宅
･
社
会
資
本
は
、
経
済

の
急
成
長
や
人
□
の
大
規
模
な
移
動
な
ど
急
速
に
変
化
す

る
経
済
･
社
会
に
対
応
す
る
た
め
急
速
に
整
備
さ
れ
て
き

た
。
特
に
高
度
成
長
期
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
り
、
そ

の
後
少
し
ず
つ
手
薄
で
あ
っ
た
部
分
の
充
実
が
図
ら
れ
て

き
た
と
は
い
え
、
将
来
へ
先
送
り
さ
れ
た
課
題
も
少
な
く

な
い
。
そ
の
中
で
国
土
及
び
住
宅
･
社
会
資
本
と
い
う
観

点
か
ら
残
さ
れ
た
主
な
問
題
と
し
て
、
次
の
三
点
が
上
げ

ら
れ
る
。

①
人
ロ
の
配
置
と
年
齢
構
成
の
バ
ラ
ン
ス
の
ゆ
が
み

②
ス
ト
ッ
ク
の
総
合
的
な
機
能
の
弱
さ

③
大
量
生
産
･
大
量
消
費
の
生
活
様
式

“

第
華

△震
災
□
纖
肥
関
連
g
娑

靴

第
一
節

世
界
と
我
が
国
の
人
口
の
将
来
推
計

6

我
が
国
の
人
ロ
は
二
〇
〇
七
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
減
少



局
面
に
入
り
、
二
〇
五
〇
年
に
は
現
在
の
約
八
割
の
約
一

億
人
に
ま
で
減
少
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

世
界
人
ロ
は
一
九
九
五
年
現
在
で
五
七
億
人
余
で
あ
る
が
、

二
〇
五
〇
年
に
は
現
在
の
水
準
の
七
割
増
の
一
〇
〇
億
人

に
近
づ
く
な
ど
圧
倒
的
な
人
ロ
爆
発
が
予
想
さ
れ
、
世
界

的
に
見
れ
ば
我
が
国
の
人
ロ
減
少
の
規
模
は
微
々
た
る
も

の
に
過
ぎ
な
い
。

次
に
生
産
年
齢
人
ロ
の
将
来
推
計
を
見
て
み
る
と
、
我

が
国
で
は
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
三
〇
〇
〇
万
人
の
減
少
と

な
る
の
に
対
し
て
、
我
が
国
周
辺
の
ア
ジ
ア
地
域
で
は
中

国
で
約
二
億
人
、
イ
ン
ド
で
約
五
億
人
な
ど
億
単
位
で
の

膨
大
な
増
大
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
国
々
で
は
、

我
が
国
が
経
験
し
た
よ
う
に

｢人
ロ
ボ
ー
ナ
ス
｣
の
時
期

を
迎
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
近
隣
諸
国
が
人
ロ
ボ
ー
ナ
ス
を

う
ま
く
利
用
し
て
順
調
に
経
済
発
展
を
持
続
で
き
れ
ば
、

そ
れ
は
財
の
貿
易
等
を
通
じ
て
我
が
国
に
と
っ
て
も
利
益

と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
の
人
ロ
減
少
は
、
当
面
全
く
逆

の
傾
向
を
示
す
で
あ
ろ
う
世
界
人
ロ
の
中
で
の
現
象
で
あ

る
と
と
も
に
、
数
十
年
後
に
同
様
の
傾
向
を
示
す
で
あ
ろ

う
世
界
人
ロ
の
先
陣
を
切
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
o
･

第
二
節

地
域
別
に
見
た
人
口
の
将
来
推
計

国
内
で
の
今
後
の
人
ロ
減
少
の
進
行
は
地
域
的
に
見
て

決
し
て
均
等
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
人
ロ
偏
在
が
起
こ
る

の
は
、
高
度
成
長
期
の
生
産
年
齢
層
の
移
動
に
よ
る
地
域

ご
と
の
年
齢
構
成
の
ゆ
が
み
が
今
後
も
影
響
を
及
ぼ
し
て

く
る
か
ら
で
あ
る
。

地
域
的
な
人
ロ
減
少
の
姿
を
詳
細
に
見
る
た
め
、
全
国

に
八
七
の
都
市
圏

(図
表
3
)
を
設
定
し
、
こ
れ
を
各
都

市
の
規
模
に
応
じ
て
①
三
大
都
市
の
都
市
圏
、
②
政
令
指

人口10万人以上で、 昼間人口が夜間人口を上
回る都市を核都市とする。
ただし、 a) の都市で、 距離が20k m以内のも

核都市への通勤･通学者が500人以上の市町村。
核都市への通勤･通学者/在住通勤通学者が
0,05を上回る市町村。ただし、 a)、 b)の基準
により2つ以上の都市圏に含まれる市町村は、
核都市への通勤 ･通学者の多い方の都市圏に
含まれることとする。

核都市ではない市町村について、 以下の基準に

内

の
舘

祕
下
に
以
圏

　
　
　

　

　　

o

つ
市蝋

　
　　
　
　
　

し

の
で
ま

定義について
核都市の設定方法

　　
　
　

)

)

都
核
当
こ
)
)

彌
L

都
市
幽
　
　
　

定
都
市
の
都
市
圏
、
③
そ
の
他
都
市
の
都
市
圏
、
と
そ
れ

以
外
の
地
域
で
あ
る
④
非
都
市
圏
の
合
計
四
つ
の
地
域
に

分
け
る
と
、
い
ず
れ
の
都
市
圏
グ
ル
ー
プ
も
時
期
の
前
後

は
あ
る
も
の
の
将
来
的
に
減
少
局
面
に
入
り
、
都
市
規
模

を
縮
小
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
中
で
②
の
政
令
指
定
都
市
の

都
市
圏
で
は
減
少
は
緩
や
か
で
、
二
〇
五
〇
年
時
点
に
お
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い
て
も
現
在
の
九
割
を
超
え
る
人
ロ
を
保
つ
と
予
測
さ
れ

る
が
、
他
方
④
の
非
都
市
圏
に
お
い
て
は
二
〇
五
〇
年
に

は
現
在
の
六
割
程
度
に
ま
で
大
き
く
減
少
す
る
と
予
測
さ

れ
る
(図
表
4
)。
そ
の
結
果
、
全
国
の
面
積
の
約
六
割
を

占
め
る
非
都
市
圏
全
体
の
平
均
人
ロ
密
度
は
現
在
の
過
疎

地
域
並
に
低
下
し
、
国
土
の

｢広
大
な
る
過
疎
化
｣
が
も

た
ら
さ
れ
る
と
予
測
さ
れ
る

(図
表
5
)。

次
に
都
市
圏
を
核
都
市
と
周
辺
部
に
分
け
て
都
市
圏
の

中
で
の
人
ロ
偏
在
化
の
動
き
を
見
る
と
、
総
体
と
し
て
核

省

　

　

船

建

図表 5 非都市圏の人口密度の推移
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都
市
部
分
の
人
口
シ
ェ
ア
が
低
下
し
、
周
辺
部
の
人
口
シ

ェ
ア
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
三
大
都
市
の
都
市
圏
の
周
辺
部
に
お
い
て
は

人
口
が
相
対
的
に
集
中
し
て
い
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

高
齢
者
の
集
中
が
著
し
い
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。

高
齢
者
の
集
中
度
を
見
る
た
め
に
全
国
の
高
齢
者
数
に
占

め
る
三
大
都
市
の
都
市
圏
周
辺
部
の
高
齢
者
の
割
合
は
、

二
〇
五
〇
年
に
は
三
○
%
を
超
え
、
非
都
市
圏
の
高
齢
化

率
に
迫
る
こ
と
と
な
る
。
三
大
都
市
の
都
市
圏
の
周
辺
部

で
は
高
度
成
長
期
に
生
産
年
齢
人
口
の
流
入
に
伴
う
急
激

な
人
ロ
増
加
を
経
験
し
た
が
、
今
後
は
全
国
的
な
人
口
減

少
の
中
で
結
果
的
に
高
齢
者
が
集
中
す
る

｢静
か
な
る
集

中
｣
を
経
験
す
る
と
予
測
さ
れ
る
。

第
三
節

人
口
に
関
連
す
る
指
標
の
将
来
推
計

今
後
の
我
が
国
の
人
口
の
動
き
は
人
口
が
量
的
に
減
る

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
財
政
や
経
済
さ
ら
に
は
家
族
の
あ

り
方
や
個
人
の
生
活
に
ま
で
影
響
を
与
え
る
幅
の
広
さ
を

持

っ
て
い
る
。

ま
ず
、
人
口
減
少
と
並
行
し
て
今
後
さ
ら
に
少
子
･
高

齢
化
が
進
行
す
る
。
従
属
人
口
指
数
は
現
在
の
四
五
%
程

度
か
ら
二
〇
五
〇
年
に
は
八
三
%
へ
と
上
昇
し
て
い
く
と

予
測
さ
れ
、
今
後
の
高
齢
者
の
自
立
性
の
高
ま
り
を
考
慮

し
て
も
、
今
後
の
財
政
や
社
会
全
体
に
与
え
る
影
響
は
大

き
)
い
。

次
に
、
近
年
の
女
性
労
働
力
率
の
増
加
を
考
慮
に
入
れ

て
も
労
働
力
人
ロ
は
二
一
世
紀
を
迎
え
て
し
ば
ら
く
し
て

減
少
し
始
め
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
人
口
減
少
に
よ
る

労
働
力
投
入
の
減
少
は
そ
れ
を
補
う
形
で
労
働
生
産
性
が

上
昇
し
な
い
限
り
我
が
国
の
経
済
成
長
に
影
響
を
与
え
る
。

世
帯
数
は
、
人
口
が
減
少
局
面
に
入
っ
て
も
二
〇
一
四

年
ま
で
増
加
し
、
そ
の
後
緩
や
か
に
減
少
し
始
め
る
と
予

測
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
間
平
均
世
帯
人
員
規
模
は
縮
小

し
続
け
、
二
〇
二
〇
年
で
は

｢単
独
世
帯
｣
が
最
も
一
般

的
な
家
族
類
型
と
な
り
、
特
に
高
齢
単
独
世
帯
は
大
き
く

増
加
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。

第
四
節

交
流
人
口
の
趨
勢

今
後
の
人
口
の
動
き
を
考
え
る
場
合
、
見
落
と
し
て
は

な
ら
な
い
の
は
交
流
人
口
の
動
き
で
あ
る
。
我
が
国
の
人

口
自
体
は
減
少
に
向
か
う
と
し
て
も
、
自
由
時
間
の
増
大

や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
等
に
よ
り
八
の
移
動
を
伴
う
交

流
が
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
交
流
人
口
は
我
が
国
の
活

力
と
い
う
観
点
か
ら
も
国
土
利
用
の
あ
り
方
と
い
う
観
点

か
ら
も
将
来
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

近
年
、
交
流
が
活
発
化
し
て
い
る
様
子
を
一
人
当
た
り

旅
客
輸
送
量
を
参
考
と
し
て
見
て
み
る
と
、
昭
和
六
一
年

度
以
降
は
自
由
時
間
や
消
費
水
準
の
趨
勢
を
大
き
く
上
回

る
勢
い
で
伸
び
て
い
る

(図
表
6
)。
ま
た
、
人
口
が
減

少
し
て
い
る
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
で
も
着
実
に
増
加
し
つ
つ
あ

　　
　し

た
が
っ
て
、
人
口
減
少
社
会
に
お
い
て
も
、
自
由
時
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間
の
増
大
や
所
得
水
準
の
向
上
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

な
ど
の
要
因
か
ら
人
の
モ
ビ
リ
テ
ィ

(移
動
性
)
は
高
ま

り
、
交
流
は
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　　　

　

　

　
　

　

　
　

1

た
額
し
金

1975 1980 1985 1990 1995l
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自由時間指数は、年間総実労働時間を1985年度を100として指数化し、 l加との差のプラス
マイナスを逆転させて100に加えたもの。数値の増大は労働時間の減少、自由時間の増大
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第
三
章

社
会
･
経
済
･
地
域
へ
の
影
響

第
一
節

今
後
の
人
口
の
動
き
の
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス

面

人
ロ
の
動
き
の
中
で
も
特
に
人
ロ
減
少
に
関
し
て
は
、

そ
の
影
響
と
し
て
、
経
済
成
長
の
低
下
、
高
齢
化
の
進
行

に
よ
る
従
属
負
担
の
増
大
な
ど
マ
イ
ナ
ス
の
面
が
あ
げ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。

し
か
し
我
が
国
の
人
ロ
減
少
は
、
子
ど
も
の
労
働
か
ら

の
解
放
･
女
性
の
社
会
進
出
な
ど
、
こ
れ
ま
で
プ
ラ
ス
と

し
て
追
求
し
て
き
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
の
一
面
も
あ
る
。

今
後
は
人
ロ
減
少
の
中
で
次
な
る
目
的
を
見
定
め
、
そ
れ

を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
の
経
済
社
会
構
造
の
あ
り
方
を

探
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
人
ロ
の
減
少
は
マ
イ
ナ
ス
面
ば
か
り
で
は
な
い

こ
と
に
も
っ
と
目
が
向
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
安
易
に

楽
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
環
境
負
荷

の
低
減
や
土
地
や
住
宅
の
ゆ
と
り
の
点
等
で
は
人
ロ
減
少

が
プ
ラ
ス
の
面
を
持
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
節

社
会
へ
の
影
響

ま
ず
、
環
境
問
題
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
人
ロ
が
減
少

し
て
い
け
ば
環
境
に
対
す
る
負
荷
は
総
量
と
し
て
低
減
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
一
応
は
プ
ラ
ス
に
評
価
で
き
る
が
、

大
量
消
費
･
大
量
廃
棄
の
生
活
様
式
が
定
着
し
、
人
ロ
減

少
の
影
響
を
打
ち
消
す
よ
う
な
一
人
当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
の
伸
び
が
あ
る
た
め
、
人
ロ
減
少
が
実
際
に
環
境

負
荷
の
低
減
に
結
び
つ
く
と
も
言
え
な
い
。
ま
た
、
現
在

の
我
が
国
の
都
市
の
人
口
密
度
と
千
人
当
た
り
の
自
動
車

保
有
台
数
の
関
係
を
調
べ
て
み
る
と
、
人
ロ
密
度
の
低
い

都
市
ほ
ど
保
有
台
数
が
多
い
傾
向
が
あ
り
、
今
後
都
市
の

人
口
規
模
の
小
規
模
化
と
郊
外
化
が
進
み
、
非
都
市
圏
に

お
い
て
も
広
大
な
る
過
疎
化
が
進
行
す
る
結
果
、
我
が
国

に
お
け
る
自
動
車
依
存
度
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
環
境
に

対
す
る
負
荷
も
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
人
口
の
減
少
を

環
境
負
荷
の
低
減
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
様
々
な
工
夫

と
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
住
宅
･
社
会
資
本
分
野
に
お
い

て
も
、
そ
の
建
設
、
利
用
、
廃
棄
･
処
分
の
各
段
階
で
環

境
に
対
す
る
負
荷
を
最
小
化
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

次
に
、
人
口
が
減
少
す
る
中
で
、
従
来
個
人
の
帰
属
先

と
し
て
意
識
さ
れ
て
き
た
家
族
や
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
に
変

容
し
、
生
活
支
援
機
能
の
変
化
と
し
て
現
れ
て
く
る
可
能

性
が
あ
る
。
ま
ず
、
世
帯
の
小
規
模
化
と
高
齢
化
が
も
た

ら
す
影
響
が
あ
る
。
今
後
、
自
己
決
定
や
自
己
責
任
が
求

め
ら
れ
る
機
会
が
多
く
な
る
一
方
で
、
同
居
者
の
い
な
い

単
身
高
齢
者
が
増
加
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
日
常
生
活

の
色
々
な
局
面
で
困
難
や
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
い
く
と
考

え
ら
れ
る
。
高
度
成
長
期
以
来
の
過
疎
化
の
進
行
に
よ
り
、

集
落
機
能
も
次
第
に
低
下
し
て
き
て
お
り
、
農
業
集
落
数

は
減
少
し
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
最
近
、
都
会

に
出
た
子
供
世
代
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
都
会
に
移
住
す
る

い
わ
ゆ
る

｢呼
び
寄
せ
老
人
｣
と
い
う
人
た
ち
が
現
れ
て
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い
る
。
こ
う
し
た
例
は
大
都
市
周
辺
部
で
特
に
多
い
。

人
□
が
減
少
す
れ
ば
生
活
空
間
に
余
裕
が
で
き
、
ゆ
と

り
の
生
活
が
実
現
す
る
可
能
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
容
易

で
は
な
い
。
ま
ず
、
人
ロ
減
少
が
地
域
的
に
不
均
等
に
進

行
し
、
本
当
に
必
要
な
と
こ
ろ
で
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
る
こ

と
に
は
な
ら
ず
、
人
口
と
住
宅
･
社
会
資
本
の
余
裕
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
住
宅

･
社
会

資
本
の
中
に
は
、
今
後
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
生
じ

て
く
る
新
し
い
社
会
の
要
請
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い
も

の
も
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
、
人
口
の
減
少
を
利
用
し
て

ゆ
と
り
や
豊
か
さ
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
既
存
の

住
宅
･
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
機
能
が
長
期
間
に
わ
た
り

で
き
る
限
り
総
合
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
不
断
に
改
良
を

加
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
ロ
減
少
や

世
帯
の
小
規
模
化
そ
れ
自
体
は
生
活
の
ゆ
と
り
の
実
現
に

寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
将
来
に
お
い
て
も
、
例
え

ば
、
若
年
家
族
世
帯
が
狭
小
な
借
家
住
ま
い
を
強
い
ら
れ

る
一
方
、
単
身
と
な
っ
た
高
齢
者
が
広
壮
な
住
宅
に
居
住

す
る
と
い
う
可
能
性
な
ど
、
個
々
の
世
帯
と
居
住
す
る
住

宅
の
間
に
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
う
し
た
ミ
ス
マ
ッ
チ
は
賃
貸
住
宅
市
場
等
が
未
発
達
で

あ
る
た
め
で
あ
り
、
人
ロ
減
少
に
よ
る
ゆ
と
り
実
現
の
チ

ャ
ン
ス
を
生
か
す
た
め
、
制
度
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
等
住
宅

市
場
が
適
正
に
機
能
す
る
よ
う
な
条
件
整
備
が
必
要
に
な

"る
0以

上
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
人
口
減
少
を
ゆ
と

り
の
実
現
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
工
夫
と
努
力
が
必
要
で

あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
｢人
ロ
減
少
社
会
に
お
い
て
は
一
人

当
た
り
の
住
宅
･
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
量
が
増
え
、
自
然

に
ゆ
と
り
の
生
活
が
実
現
す
る
か
ら
も
う
新
た
な
整
備
は

必
要
な
い
｣
と
い
う
議
論
も
性
急
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

住
宅
･
社
会
資
本
の
一
人
当
た
り
整
備
指
標
は
、
既
存

の
住
宅
･
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
中
で
ミ
ス
マ
ッ
チ

を
伴
い
な
が
ら
人
ロ
が
減
少
し
て
い
く
社
会
で
は
、
必
ず

し
も
ゆ
と
り
や
豊
か
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
く
な
る
。
一

人
当
た
り
整
備
指
標
に
限
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
住
宅
･
社

会
資
本
の
整
備
水
準
は
一
般
に
｢ど
れ
だ
け
整
備
し
た
か
｣

と
い
う
供
給
者
の
立
場
に
立
っ
た
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
指
標
で

把
握
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
今
後

は

｢整
備
し
た
結
果
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
を
ど
れ
だ
け
満

足
さ
せ
た
か
｣
と
い
う
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
ア
ウ
ト

カ
ム
指
標
の
確
立
も
必
要
で
あ
る
。

第
三
節

経
済
へ
の
影
響

ま
ず
、
生
産
年
齢
人
ロ
が
減
少
を
続
け
る
中
で
、
今
後

の
高
齢
者
や
女
性
の
就
業
率
の
高
ま
り
を
考
慮
し
て
も
、

大
き
さ
に
つ
い
て
は
議
論
は
あ
る
が
、
将
来
的
に
労
働
力

人
ロ
は
減
少
し
、
労
働
力
の
質
的
な
面
の
変
化
と
し
て
労

働
力
の
高
齢
化
が
見
込
ま
れ
る
。
た
だ
し
高
齢
者
は
一
般

的
に
動
作
性
能
力
は
衰
え
る
も
の
の
言
語
性
能
力

(知
的

能
力
)
は
あ
ま
り
衰
え
な
い
と
の
指
摘
も
あ
り
、
今
後
高

齢
化
す
る
労
働
力
は
高
い
教
育
水
準
を
持
ち
、
円
熟
し
た

智
恵
を
蓄
積
し
て
き
て
い
る
と
考
え
る
と
、
将
来
の
生
産

の
あ
り
方
が
多
様
性
を
重
視
す
る
も
の
に
変
化
し
て
い
く

中
で
そ
の
価
値
を
高
め
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。

次
に
、
投
資
に
影
響
を
与
え
る
貯
蓄
の
動
き
で
あ
る
。

今
後
、
我
が
国
で
は
急
速
な
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
社

会
全
体
の
貯
蓄
率
は
低
下
し
、
投
資
余
力
の
面
か
ら
資
本

形
成
は
制
約
を
受
け
る
可
能
が
あ
る
が
、
貯
蓄
率
は
近
年

下
げ
止
ま
り
の
傾
向
を
見
せ
、
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な

い
。
た
だ
、
量
的
な
側
面
か
ら
の
貯
蓄
率
を
考
え
る
こ
と

も
重
要
で
あ
る
が
、
貯
蓄
が
い
か
に
生
産
性
の
高
い
資
本

投
資
に
効
率
的
に
配
分
さ
れ
る
か
と
い
う
、
投
資
に
よ
り

形
成
さ
れ
る
資
本
の
質
も
重
要
で
あ
る
。

次
に
技
術
進
歩
で
あ
る
。
我
が
国
の
労
働
生
産
性
の
向

上
の
度
合
い
が
低
下
し
て
き
て
い
る
中
、
今
後
の
経
済
を

支
え
て
い
く
た
め
に
技
術
進
歩
が
重
要
性
を
増
し
て
く
る
。

社
会
資
本
は
、
例
え
ば
道
路
や
港
湾
が
物
流
を
円
滑
に
し

た
り
上
下
水
道
や
都
市
交
通
体
系
が
都
市
的
な
生
産
活
動

を
可
能
に
し
た
り
す
る
よ
う
に
、
生
産
活
動
に
貢
献
し
て

い
る
。
既
存
ス
ト
ッ
ク
機
能
の
充
実
や
新
た
な
機
能
の
付

加
に
よ
り
生
産
力
効
果
の
高
い
社
会
資
本
を
整
備
し
て
い

け
ば
、
労
働
力
も
民
間
資
本
も
延
び
な
い
中
で
も
経
済
成

長
に
貢
献
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
人
ロ
が
減
少
局
面
に
入
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の

よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
人
ロ
構
造
を
前
提
と
し
た
年
功

序
列
型
の
組
織
は
維
持
が
困
難
に
な
り
、
雇
用
形
態
は
多

様
化
し
、
会
社
組
織
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
智
恵
や
技
能
が
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解
放
さ
れ
、
情
報
通
信
技
術
と
結
び
つ
い
て
創
造
的
な
活

動
が
N
P
O
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
中
で
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
う
し
た
活
動
は
、
通

常
の
G
D
P
の
数
字
に
は
現
れ
て
こ
な
い
も
の
の
、
豊
か

さ
を
生
む
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
経
済
成
長
に
と

ら
わ
れ
な
い
新
た
な
経
済
の
可
能
性
と
し
て
の
意
義
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
節

地
域
へ
の
影
響

三
大
都
市
の
都
市
圏
の
周
辺
部
は
、
今
後
高
齢
者
を
中

心
と
し
て
静
か
な
る
集
中
を
迎
え
、
そ
こ
に
居
住
す
る
主

体
が
変
化
す
る
こ
と
に
伴
い
新
た
な
課
題
へ
の
対
応
を
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
就
業
形
態
の
多
様
化
等
に
よ
り
遠
距
離
通
勤

す
る
人
ロ
が
減
少
す
る
一
方
、
周
辺
部
の
高
齢
者
を
中
心

と
し
た
昼
間
人
ロ
の
増
大
が
地
域
の
社
会
資
本
へ
の
需
要

を
増
や
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
従
来
と
は
質
の
異

な
る
集
中
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
二
に
、
子
育
て
の
た
め
の
施
設
機
能
･
サ
ー
ビ
ス
な

ど
が
次
第
に
不
必
要
と
な
る
一
方
で
、
高
齢
者
が
安
心
し

て
余
暇
時
間
を
過
ご
す
た
め
の
施
設
機
能
･
サ
ー
ビ
ス
な

ど
が
必
要
と
な
る
。
集
中
す
る
高
齢
者
等
が
住
み
や
す
く

働
き
や
す
い
環
境
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
住
宅
･
社
会
資

本
整
備
は
不
十
分
で
あ
り
、
既
存
の
住
宅
･
社
会
資
本
ス

ト
ッ
ク
と
増
加
す
る
高
齢
居
住
者
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
起
こ

る
可
能
性
が
あ
る
o

広
大
な
る
過
疎
化
が
進
行
す
る
と
予
測
さ
れ
る
非
都
市

圏
で
は
、
地
域
の
存
続
も
含
め
て
厳
し
い
状
況
に
な
る
と

予
測
さ
れ
る
。
現
在
の
全
国
の
町
村
の
人
ロ
規
模
と
一
人

当
た
り
歳
出
額
の
関
係
を
見
る
と
、
人
ロ
規
模
が
小
さ
く

な
る
と
急
激
に
一
人
当
た
り
歳
出
が
増
加
し
て
い
る
。
AT

後
人
ロ
規
模
が
縮
小
し
て
い
く
に
従
っ
て
地
方
自
治
体
の

財
政
効
率
が
低
下
し
て
い
く
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
従
っ

て
、
非
都
市
圏
で
は
高
齢
化
す
る
住
民
に
い
か
に
し
て
基

礎
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
効
率
的
に
提
供
し
て
い
く
か
が
問
題

と
な
り
、
物
流
な
ど
に
お
け
る
一
層
の
効
率
化
の
努
力
が

必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
続
そ
の
も
の

が
困
難
と
な
る
と
こ
ろ
も
予
想
さ
れ
、
そ
れ
を
維
持
し
て

い
く
上
で
、
近
年
ま
す
ま
す
活
発
に
な
り
つ
つ
あ
る
交
流

の
役
割
が
注
目
さ
れ
る
。

第
四
章

新
た
な
展
望
と
住
宅
･
社
会
資
本
の

役
割

第
一
節

展
望
を
開
く
個
人
の
活
動
の
量
的
･
質
的
拡
大

高
度
成
長
期
に
継
続
的
な
従
属
負
担
の
低
下
と
人
□
の

移
動
集
中
を
利
用
す
る
こ
と
で
発
展
を
遂
げ
た
我
が
国
の

経
済
社
会
は
、
今
後
、
人
ロ
が
減
少
す
る
中
で
従
属
負
担

を
高
め
て
い
く
。
従
っ
て
、
従
属
負
担
の
増
大
に
よ
っ
て

引
き
起
こ
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ス
面
を
緩
和
す
る

(登
り
坂
を

緩
く
す
る
)
た
め
の
子
育
て
支
援
施
策
な
ど
の
継
続
的
な

取
組
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、
人
ロ
減
少
の
中
で
の
従
属
負
担
の
増
大

に
よ
る

｢逆
人
□
ボ
ー
ナ
ス
現
象
｣
も
、
可
処
分
時
間
の

増
加
、
経
験
知
の
蓄
積
、
交
流
の
拡
大
･
深
化
な
ど
個
人

の
活
動
を
量
的
質
的
に
拡
大
充
実
し
て
い
く
環
境
条
件
が

整
っ
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
プ
ラ
ス
面
を
実
現
、
発
展

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
新
た
な
人
口
ボ
ー
ナ

ス
と
し
て
利
用
す
る

(登
り
坂
を
逆
手
に
利
用
す
る
)
方

策
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
我
が
国
が
経
験
し
た
｢人
口
ボ
ー
ナ
ス
｣

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
対
比
し
つ
つ
今
後
の
新
た
な
展
望
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

人
口
ボ
ー
ナ
ス
の
特
徴
と
し
て
は
、
①
新
た
に
形
成
さ

れ
た
生
産
年
齢
層
世
帯
の
消
費
の
自
由
度
の
増
大
、
②
画

一
的
な
消
費
文
化
の
普
及
、
③
継
続
的
に
拡
大
す
る
消
費

と
労
働
供
給
の
循
環
、
④
就
業
形
態
に
お
け
る
雇
用
者
化

の
四
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る

｢逆
人
口
ボ
ー
ナ
ス

現
象
｣
を
見
た
場
合
、
①

(高
齢
)
単
身
･
夫
婦
の
み
世

帯
の
自
由
度
の
増
大
、
②
よ
り
多
様
で
高
度
な
消
費
文
化

の
普
及
、
③
継
続
的
に
拡
大
す
る
智
恵
･
技
能
と
社
会
参

加
の
循
環
、
④
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
創
業
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
な
ど
活
動
形
態
の
多
様
化
が
人
口
ボ
ー
ナ
ス
と
対

照
す
る
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た

｢逆
人
□
ボ
ー
ナ
ス
現
象
｣
の
特
徴
を
活
か

し
、
｢新
人
ロ
ボ
ー
ナ
ス
｣と
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
特
定

の
層
の
特
定
分
野
に
お
け
る
活
動
に
着
目
す
る
の
で
は
な

く
、
個
々
人
の
行
う
様
々
な
活
動
を
量
的
･
質
的
に
拡
大
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し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
後
の
経
済
社

会
の
中
で
、｢個
人
の
活
動
の
量
的
･質
的
拡
大
の
可
能
性
｣

を
考
え
る
と
、
例
個
人
の
役
割
や
裁
量
の
範
囲
の
拡
大
、

の
活
用
可
能
資
源
･
可
処
分
時
間
･
経
験
知
量
の
増
大
、

靭
新
た
な
高
齢
者
文
化
の
萌
芽
、
の
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。

右
記
個
人
の
活
動
の
量
的
･
質
的
拡
大
の
可
能
性
が
現

実
に
今
後
の
人
ロ
減
少
社
会
の
活
力
に
つ
な
が
っ
て
い
く

た
め
に
は
、
過
渡
期
の
生
み
出
す
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

個
人
の
自
己
実
現
の
可
能
性
が
個
々
人
の
様
々
な
活
動
の

中
で
実
感
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
う
し
た
環
境
づ
く
り
は
社
会
全
体
と
し
て
取
り
組
ん

で
初
め
て
意
味
が
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
住
宅
･
社
会
資

本
は
そ
の
一
部
で
は
あ
る
も
の
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す

と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

住
宅
･
社
会
資
本
の
役
割

こ
う
し
た
環
境
づ
く
り
を
志
向
す
る
た
め
住
宅
･
社
会

資
本
と
し
て
今
後
重
視
し
て
い
く
こ
と
は
、

1

住
宅
･
社
会
資
本
の
機
能
を
再
編
成
す
る
こ
と

2

都
市
の
集
積
に
よ
る
活
力
の
維
持
と
都
市
の
魅
力

を
高
め
る
こ
と

3

循
環
型
社
会
の
構
築
や
交
流
の
維
持
拡
大
を
支
援

す
る
こ
と

な
ど
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
順
次
考
え

て
み
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て

は
人
ロ
の
増
加
か
ら
減
少
へ
の
変
化
が
急
速
で
あ
る
た
め
、

右
記
の
よ
う
な
個
人
の
活
動
の
量
的
･
質
的
拡
大
を
図
る

施
策
と
同
時
に
、
子
育
て
支
援
に
つ
い
て
継
続
的
な
施
策

を
取
る
こ
と
が
重
要
な
点
で
あ
る
。
政
府
内
部
に
お
い
て

は
平
成
六
年
三
一月
に

｢今
後
の
子
育
て
支
援
の
た
め
の

施
策
の
基
本
的
方
向
に
つ
い
て
(エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
)｣
を

ま
と
め
、
社
会
全
体
の
子
育
て
に
対
す
る
機
運
を
醸
成
す

る
と
と
も
に
子
育
て
施
策
を
総
合
的
･
計
画
的
に
推
進
し

て
い
る
。
建
設
省
と
し
て
も
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
の
中
で
、

①
良
質
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
向
け
住
宅
の
供
給
②
仕
事
と
子
育

て
の
両
立
、
家
庭
の
団
ら
ん
の
た
め
の
ゆ
と
り
あ
る
住
生

活
の
実
現
③
子
供
の
遊
び
場
、
安
全
な
生
活
環
境
等
の
整

備
、
の
観
点
か
ら
各
種
の
施
策
を
講
じ
て
い
る
。
こ
う
し

た
子
育
て
支
援
に
よ
り
、
結
果
的
に
社
会
の
急
速
な
変
化

の
影
響
が
緩
和
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
登
り
坂
を
逆
手
に
利
用
す
る
施
策
と
登

り
坂
を
緩
く
す
る
施
策
を
両
面
か
ら
行
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
。

1

住
宅
･
社
会
資
本
の
機
能
の
再
編
成

人
ロ
減
少
社
会
の
中
で
人
々
の
活
動
を
量
的
に
も
質
的

に
も
充
実
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、
住
宅
･
社
会
資
本
が
支

え
て
い
る
様
々
な
活
動
が
で
き
る
だ
け
効
率
的
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
住
宅
･
社
会
資
本
と
し
て
は
利
用
者
サ
イ

ド
に
立
っ
て
活
動
の
支
援
機
能
を
徹
底
的
に
効
率
化
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。
住
宅
･
社
会
資
本
の
機
能
は
人
々

の
実
質
的
な
諸
活
動
を
後
方
で
支
え
必
要
な
時
に
必
要
な

だ
け
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
機
能

(ロ
ジ
ス
テ
ィ

ク
ス
機
能
)
で
あ
る
が
、
今
後
変
化
す
る
需
要
に
対
し
て

本
来
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
、

機
能
の
再
編
成
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ジ

ス
テ
ィ
ク
ス
機
能
の
効
率
化
以
前
に
安
全
性
を
確
保
す
る

機
能
が
災
害
に
対
し
て
柔
軟
か
つ
効
率
的
に
働
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
住
宅
･
社
会
資
本
の
機
能
の

効
率
化
に
つ
い
て
、
｢範
囲
の
経
済
｣
や

｢連
携
の
経
済
｣

を
活
か
し
た
民
間
企
業
に
お
け
る
効
率
化
の
動
き
を
参
考

に
し
て
考
え
て
み
る
。

｢範
囲
の
経
済
｣
と
は
複
数
の
生
産
物
を
生
み
出
す
際

に
、
そ
れ
ら
の
間
に
共
通
の
生
産
要
素
を
複
数
の
生
産
過

程
に
汎
用
さ
せ
、
総
体
と
し
て
の
費
用
を
低
減
さ
せ
る
こ

と
を
い
う
。
住
宅
･社
会
資
本
に
関
す
る

｢範
囲
の
経
済
｣

を
考
え
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
資
本
の
持
つ
能
力
や

資
源
の
汎
用
性
を
追
求
し
、
既
存
の
社
会
資
本
に
新
た
な

社
会
的
機
能
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
り
社
会
経
済
全
体
の

効
率
化
を
図
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

｢連
携
の
経
済
｣
と
は
、
広
く
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利

用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
経
済
性
一
般
を
い
う
。

社
会
資
本
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
も
一
連
の
供
給
過
程
の

連
鎖
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
場
所
を
移

動
す
る
場
合
の
鉄
道
と
道
路
と
い
っ
た
社
会
資
本
の
連
携
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や
、
物
流
サ
ー
ビ
ス
な
ど
社
会
資
本
と
民
間
の
活
動
の
連

携
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
結
果
を
形
成
す

る
た
め
に
は
、
供
給
の
連
鎖
の
間
の
機
能
の
連
携
が
重
要

で
あ
り
、
社
会
資
本
の
生
み
出
す
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
も
、

一
連
の
供
給
過
程
の
中
で
関
係
者
と
情
報
を
共
有
し
て
｢連

携
の
経
済
｣
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
は
今
後
の
社
会
資
本

を
考
え
る
上
で
重
要
な
視
点
で
あ
る
。

ま
た
、
人
ロ
減
少
社
会
に
お
い
て
は
、
住
宅
･
社
会
資

本
が
既
に
整
備
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
人
□
が
徐
々
に
減
少
す

る
た
め
、
利
用
者
と
の
施
設
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
生
ま
れ
て

く
る
可
能
性
が
あ
る
。
今
後
の
人
口
減
少
社
会
に
お
い
て

は
、
既
に
あ
る
住
宅
･
社
会
資
本
を
所
期
の
目
的
と
新
た

な
需
要
対
応
と
の
調
整
の
中
で
い
か
に
再
構
築
し
て
い
く

の
か
も
大
き
な
課
題
と
な
る
。

現
在
、
民
間
企
業
に
お
い
て
も
生
産
要
素
や
組
織
を
再

編
成
し
、
効
率
化
に
向
け
て
質
的
な
転
換
が
行
わ
れ
つ
つ

あ
る
。
住
宅
･
社
会
資
本
に
お
い
て
も
同
様
に
、
真
に
必

要
と
さ
れ
る
も
の
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
供
給
す
る
の
が
最

も
合
理
的
か
を
考
え
て
効
率
化
に
向
け
た
質
的
な
転
換
を

図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
国
･
地
方
公
共
団
体
な
ど
公

共
事
業
の
主
体
も
自
ら
の
行
う
べ
き
コ
ア
と
な
る
領
域
を

考
え
て
、
P
F
I
な
ど
に
よ
る
民
間
と
の
連
携
や
公
的
部

門
内
部
で
の
役
割
分
担
の
見
直
し
な
ど
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
民
間
が
収
益
を
生
ま
な
い
生
産
設
備
を
廃
棄
す
る

よ
う
に
社
会
資
本
に
お
い
て
も
利
用
者
が
な
く
な
り
管
理

コ
ス
ト
だ
け
が
か
か
る
も
の
は
、
社
会
資
本
の
多
様
性
を

考
慮
し
つ
つ
も
そ
の
機
能
の
廃
止
を
検
討
す
る
必
要
も
あ

　　
　建

設
省
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
も
踏
ま
え
て
公
共
事
業
に

お
け
る
直
轄
事
業
の
範
囲
の
見
直
し
や
公
共
事
業
の
事
後

評
価
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
行
っ
て
い
る
。
直
轄
事
業
の
見

直
し
に
つ
い
て
は
、
全
国
的
な
見
地
か
ら
必
要
と
さ
れ
る

基
礎
的
又
は
広
域
的
な
事
業
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
は
地

方
公
共
団
体
に
委
ね
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
完
了

後
の
事
業
の
事
後
評
価
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
は
、
平
成
一

一
年
度
中
に
導
入
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
施
設
の
利
活

用
状
況
な
ど
事
業
の
必
要
性
や
効
果
の
確
認
、
環
境
へ
の

影
響
の
確
認
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

2

都
市
の
集
積
に
よ
る
活
力
の
維
持
と
都
市
の
魅
力

個
人
の
活
動
の
量
的
･
質
的
拡
大
の
可
能
性
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
都
市
の
集
積
は
改
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ

て
く
る
。

今
後
大
都
市
に
集
中
す
る
高
齢
者
が
N
P
O
活
動
等
の

新
た
な
経
済
社
会
活
動
や
深
化
す
る
交
流
の
主
役
と
し
て

活
躍
し
て
い
く

｢場
｣
と
し
て
都
市
の
集
積
の
意
味
を
再

確
認
す
る
こ
と
が
人
ロ
減
少
社
会
の
活
力
を
生
み
出
す
た

め
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

将
来
に
お
い
て
も
相
対
的
に
都
市
化
が
進
展
す
る
が
、

都
市
圏
の
人
ロ
自
体
の
絶
対
数
は
減
少
し
て
い
き
、
都
市

人
ロ
の
持
っ
て
い
た
従
来
の
集
積
密
度
は
小
さ
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
今
後
の
人
ロ
減
少
局
面
に
お
い
て

は
、
既
に
居
住
す
る
人
々
が
点
々
と
減
少
し
て
い
く
と
考

え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
都
市
の
集
積
の
魅
力
が
徐
々
に
様
々

な
形
で
減
退
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
れ
か
ら
の
人
ロ
減
少
社
会
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
魅
力
に
よ
っ
て
現
在
の
都
市
の
集
積

を
維
持
す
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
将
来
に
お
い
て
も
都
市
集
積
の
重
要
性
は
変

わ
ら
ず
、
む
し
ろ
人
口
減
少
と
そ
れ
に
伴
う
経
済
社
会
の

変
化
の
中
で
新
し
い
意
味
づ
け
を
得
る
よ
う
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
以
下
の
三
点
か
ら
考
え
て
み

ろ
%①

重
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
母
体
と
し
て
の
都
市
の

集
積会
社
組
織
の
存
在
意
義
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
会
社
組

織
か
ら
退
い
た
年
齢
層
が
支
配
的
に
な
る
中
で
、
目
的

や
考
え
方
を
共
有
す
る
人
々
に
よ
る
様
々
な
小
さ
な
集

団
が
創
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

協
力
の
関
係
が
社
会
全
体
の
活
力
と
な
る
た
め
に
は
、

諸
々
の
関
係
の
量
的
質
的
な
密
度
が
高
く
保
た
れ
る
と

と
も
に
活
力
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
向
上
さ
せ
る
実
践
や

実
験
の
機
会
が
多
い
都
市
と
い
う
舞
台
が
重
要
な
役
割

を
果
た
す
。

②

企
業
の
孵
卵
装
置
と
し
て
の
都
市
の
集
積

我
が
国
で
都
市
化
が
進
行
す
る
中
で
、
雇
用
に
お
い

て
も
生
産
額
に
お
い
て
も
第
三
次
産
業
の
重
要
性
が
増

し
て
き
た
。
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今
後
、
経
済
の
サ
ー
ビ
ス
化
が
進
展
し
て
い
け
ば
、

都
市
の
集
積
の
持
つ
意
味
は
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
い

く
と
思
わ
れ
る
。
都
市
の
集
積
が
企
業
の
孵
卵
装
置
と

し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
連
携
で
き
る
多
様
な
業
態

の
集
積
と
そ
れ
を
支
え
る
顧
客
の
集
積
が
必
要
で
あ
る
。

③

国
際
的
活
力
の
受
け
皿
と
し
て
の
都
市
の
集
積

現
在
の
国
際
化
の
流
れ
の
中
で
企
業
や
人
の
活
動
範

囲
も
徐
々
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
な

っ
て
き
て
お
り
、

十
分
に
そ
の
能
力
を
活
か
し
て
活
躍
で
き
る
場
所
が
必

要
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後
の
人
ロ
減
少
に
よ
り
我
が
国

の
活
力
が
低
下
す
れ
ば
、
我
が
国
の
重
要
な
資
本
で
あ

る
高
い
能
力
を
持
つ
人
材
が
海
外
へ
流
出
す
る
可
能
性

も
あ
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
は
我
が
国
の
都
市
を
国

際
的
な
活
動
の
基
盤
と
し
て
も
魅
力
あ
る
都
市
に
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
o

以
上
、
三
点
か
ら
今
後
の
都
市
の
集
積
の
重
要
性
を
見

て
き
た
。
今
後
都
市
の
集
積
を
維
持
す
る
た
め
に
は
こ
れ

か
ら
の
都
市
の
集
積
の
位
置
づ
け
の
変
化
に
対
応
し
て
、

個
人
の
活
動
の
量
的
･
質
的
拡
大
の
可
能
性
が
最
大
限
保

証
さ
れ
、
知
的
･
文
化
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
介
し
て
個
々
人

が
相
互
に
高
め
あ
う
関
係
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
な
新
た
な

魅
力
を
創
出
す
る
事
が
必
要
に
な
る
。
‐

3

循
環
型
社
会
の
構
築
と
交
流
の
維
持
拡
大

○

循
環
型
社
会
の
構
築

人
ロ
減
少
が
予
測
さ
れ
て
い
る
我
が
国
に
お
い
て
も
そ

れ
が
直
ち
に
環
境
負
荷
の
軽
減
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な

く
、
環
境
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
技
術
や
社
会
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
住
宅
･

社
会
資
本
が
循
環
型
社
会
へ
の
転
換
に
ど
の
よ
う
に
関
わ

る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
。

住
宅
･
社
会
資
本
は
時
々
の
社
会
経
済
的
な
需
要
に
で

き
る
だ
け
的
確
に
対
応
す
る
形
で
整
備
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
中
で
住
宅
･
社
会
資
本
は
そ
れ
を
利
用
す
る
人
々
の
行

動
形
式
を
窒
息
識
の
う
ち
に
規
定
し
て
き
た
。
今
後
は
こ

の
よ
う
な
住
宅
･
社
会
資
本
の
持
つ
行
動
規
定
性
を
的
確

に
活
用
し
、
個
々
の
活
動
が
持
続
可
能
な
も
の
と
な
る
よ

う
、
循
環
型
社
会
構
築
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

(誘
因
)
を

高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
高
い
生
活
水
準
を
維
持
し
つ
つ
循
環
型
社
会
を

構
築
す
る
た
め
に
は
、
都
市
の
コ
ン
パ
ク
ト
な
集
積
を
大

事
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
後
も
予
想
さ
れ
る
郊
外

へ
の
人
ロ
集
積
の
シ
フ
ト
は
、
都
市
全
体
と
し
て
の
環
境

負
荷
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
る
方
向
に
向
か
う
。
コ
ン
パ
ク

ト
な
ま
ち
づ
く
り
を
通
じ
て
日
常
の
交
通
需
要
を
抑
え
る

こ
と
に
よ
り
自
動
車
に
過
度
に
依
存
し
た
生
活
を
回
避
し

た
り
、
ゴ
ミ
焼
却
熱
や
下
水
熱
の
利
用
を
行
う
こ
と
に
よ

り
日
常
生
活
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
土
全
体
に
わ
た
り
市
街
化
が
相
当

進
ん
だ
我
が
国
に
お
い
て
も
、
既
成
市
街
地
の
集
積
を
こ

れ
以
上
分
散
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
上
で
、
コ
ン
パ
ク
ト

な
都
市
構
造
と
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
資
源
の
循
環
軸
を

基
本
と
し
た
集
積
の
構
造
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
住
宅
･
社
会
資
本
を
つ
く
る
過
程
に
お
い
て
も

循
環
型
社
会
構
築
へ
の
貢
献
が
期
待
で
き
る
。
技
術
的
に

は
廃
棄
物
を
再
生
資
材
と
し
て
加
工
で
き
て
も
、
需
要
が

小
さ
い
た
め
再
利
用
さ
れ
に
く
い
結
果
に
な
っ
て
い
る
も

の
が
相
当
あ
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
公
共
事
業
の
現
場
で

リ
サ
イ
ク
ル
材
を
大
量
に
利
用
で
き
れ
ば
、
住
宅
･
社
会

資
本
の
形
成
に
も
役
立
ち
、
社
会
全
体
の
リ
サ
イ
ク
ル
の

促
進
に
も
つ
な
が
る
。
こ
う
し
た
取
組
は
、
従
来
の
よ
う

に
公
共
事
業
の
現
場
か
ら
出
る
廃
棄
物
を
な
る
べ
く
少
な

く
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
を
超
え
て
、
社
会
全
体
の
循
環

型
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
の
た
め
に
公
共
事
業
が
積
極
的
な
役

割
を
果
た
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

②

国
土
の
展
望

こ
れ
ま
で
の
我
が
国
の
多
く
の
地
方
公
共
団
体
は
、
地

域
社
会
の
活
力
の
源
と
し
て
の
定
住
人
ロ
の
増
加
を
目
指

し
て
数
々
の
施
策
を
講
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
後
の
人

ロ
減
少
局
面
に
お
い
て

｢広
大
な
る
過
疎
化
｣
の
進
行
が

予
測
さ
れ
る
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
定
住
人
ロ
の
増

大
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
一
定
の
定
住
人
ロ
の
必

要
性
に
つ
い
て
は
、
集
落
や
地
方
都
市
の
持
続
的
発
展
や

既
存
資
源
の
有
効
活
用
、
日
本
の
原
風
景
や
伝
統
文
化
の

保
持
、
国
土
の
保
全
等
色
々
な
観
点
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
定
住
と
い
う
枠
組

み
で
考
え
る
限
り
今
後
の
継
続
的
な
人
ロ
減
少
の
中
で
こ

れ
ら
す
べ
て
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
中
で
定
住
人
口
に
変
わ
る
も
の
と
し
て
交

等
を
通
じ
て
相
互
理
解
を
進
め
る
な
ど
質
的
に
深
化
し
つ

静
か
な
る
集
中
に
対
し
て
は
都
市
の
活
力
維
持
と
魅
力
の

流
人
ロ
が
重
要
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
今
後
交
流
が
盛
ん

っ
あ
り
、
今
後
こ
の
頃
向
が
定

す
れ
ば

勺
沈

口

ゞ
、

ム

ぼ
る

n

ヒ
ご
寸
し

ま
h
肌

准

継続性

に
な
れ
ば
、
双
方
向
で
様
々
な
場
所
を
訪
れ
新
し
い
も
の

に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
り
消
費
の
機
会
も
増
え
る
も
の
と
考

え
ら
れ
、
地
域
の
経
済
的
な
活
性
化
に
つ
な
が
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
今
後
個
々
人
の
活
動
が
量
的
･
質
的
に
拡

大
す
る
環
境
を
整
え
て
い
く
中
で
、
こ
れ
ま
で
定
住
が
果

た
し
て
き
た
役
割
の
一
部
を
交
流
が
果
た
し
て
い
く
よ
う

に
な
る
と
期
待
で
き
る
。
交
流
の
内
容
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

っ
あ
り
、
今
後
こ
の
傾
向
が
定
着
す
れ
ば
経
済
的
効
果
の

み
な
ら
ず
、
文
化
･
伝
統
の
継
承
と
い
う
面
に
お
い
て
も

好
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

｢定
住
｣
｢従
来
型
の
交
流
｣
｢新
し
い
交
流
｣
の

違
い
を
、
一
過
性
･
継
続
性
の
軸
と
一
方
向
性
･
双
方
向

性
の
軸
で
考
え
る
と
、
｢定
住
｣
は
継
続
性
･
一
方
向
性
で

あ
る
の
に
対
し
、
｢従
来
型
の
交
流
｣
は
一
過
性
･
一
方
向

性
で
あ
り
、
さ
ら
に

｢新
し
い
交
流
｣
は
継
続
性
･
双
方

向
性
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(図
表
7
)。

こ
う
し
た
交
流
の
深
化
を
促
す
た
め
に
、
公
共
部
門
の

行
う
べ
き
重
要
な
役
割
と
し
て
、
交
流
主
体
が
活
動
で
き

る
ス
テ
ー
ジ
づ
く
り
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
以
下
の

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

･
移
動
ロ
ス
を
低
減
す
る
幹
線
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

早
期
整
備

･
双
方
向
で
の
交
流
を
促
進
す
る
美
し
く
て
安
全
な
魅

力
あ
る
交
流
拠
点
の
整
備

･
交
流
の
中
継
拠
点
と
し
て
の
地
方
都
市
の
機
能
の
充

実
先
に
、
高
度
成
長
期
以
来
の
国
土
と
住
宅
･
社
会
資
本

に
残
さ
れ
た
課
題
が
今
後
の
人
ロ
の
動
き
の
影
響
を
受
け

て
新
た
な
問
題
を
生
ん
だ
り
複
雑
化
し
た
り
い
て
い
く
こ

と
を
見
た
が
、
住
宅
･
社
会
資
本
が
右
記
三
つ
の
役
割
を

果
た
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
対

応
と
し
て
も
望
ま
し
い
効
果
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

向
上
が
、
広
大
な
る
過
疎
化
に
対
し
て
は
交
流
の
維
持
拡

大
が
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
住
宅
･
社
会
資
本
が
十
分
対

応
で
き
な
い
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
問
題
に
対
し
て
は
住
宅
･
社

会
資
本
の
機
能
の
再
編
成
が
、
人
ロ
が
減
少
し
て
も
必
ず

し
も
軽
減
し
な
い
環
境
負
荷
の
問
題
に
対
し
て
は
循
環
型

社
会
の
構
築
が
そ
れ
ぞ
れ
効
果
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
社
会
に
お
け
る
個
人
の
役
割
の
量
的
･
質
的
拡
大

の
可
能
性
を
現
実
の
も
の
と
し
、
高
度
成
長
期
以
来
の
課

題
か
ら
生
じ
る
新
た
な
問
題
に
対
応
し
て
い
く
た
め
、
住

宅
･
社
会
資
本
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
か
な
け
れ
ば

を
いら
▲な
い
。

制

社
会
、
経
済
、
生
活
を
支
え
る
道
づ
く
り

ー

現
状
と
課
題

=

道
路
を
め
ぐ
る
現
状

イ

社
会
･
経
済
･
生
活
と
道
路
の
関
わ
り

①

社
会
を
支
え
る

“

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
確
保
に
資
す
る
道
路
の
役
割

道
路
は
、
国
民
生
活
に
不
可
欠
な
、
電
気
･電
話
･

ガ
ス
･
上
下
水
道
な
ど
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
収
容
空
間

と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

ー
道
路
占
用
割
合

"
上
下
水
道
、
電
気

(管
路
)

…

一
〇
0
%

電
話

(管
路
)
…
九
九
%

ガ
ス
…

九
0
%
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傷藤型の交流人は＼

　　
　観光、イベント参加

双方向性

図表 7 ｢定住｣、 ｢従来型の交流｣、 ｢新しい交流｣ の違い

新しい交流人口
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⑬

道
路
の
防
災
空
間
と
し
て
の
役
割

阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
際
に
は
、
幅
員
の
広
い
道

路
が
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
確
保
と
と
も
に
延
焼
の
防
止

に
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
た
。

i
延
焼
防
止
率
"
幅
員
一
一
一m
以
上
"
一
〇
0
%
、

四
m
未
満
…
二
0
%
弱

回

国
内
輸
送
に
お
け
る
自
動
車
交
通
の
役
割
の
拡
大

国
内
旅
客
、
貨
物
輸
送
に
お
け
る
自
動
車
交
通
の

占
め
る
割
合
は
年
々
増
加
し
て
い
る
。

㈱

地
方
社
会
を
さ
せ
る
自
動
車
交
通

地
方
圏
に
お
い
て
は
自
動
車
交
通
が
社
会
活
動
の

基
盤
と
な

っ
て
い
る
o

②

経
済
を
支
え
る

の

経
済
発
展
と
密
接
不
可
分
な
自
動
車
交
通

経
済
の
発
展
と
と
も
に
運
転
免
許
保
有
者
数
、
自

動
車
保
有
台
数
は
急
激
な
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
に
伴
っ
て
自
動
車
走
行
台
キ
ロ
も
大
き
な
伸
び
を

示
し
て
い
る
o

⑬

地
域
の
経
済
活
動
の
活
性
化
に
寄
与

高
速
交
通
網
の
整
備
は
、
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
機
能

の
向
上
や
地
域
の
商
業
活
動
の
活
発
化
な
ど
、
地
域

の
経
済
活
動
の
活
性
化
に
寄
与
し
て
い
る

(図
表

8
)0

8

加
工
組
立
型
へ
の
産
業
構
造
変
化
に
対
応
し
た
工

場
立
地
重
厚
長
大
型
か
ら
加
工
組
立
型
へ
の
産
業
構
造
の

変
化
に
対
応
し
て
、
必
要
な
材
料
の
調
達
、
製
品
の

輸
送
が
容
易
な
高
速
道
路
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
(I

C
)
周
辺
に
多
く
の
工
場
が
立
地
し
て
い
る

(図
表

9
)0

③

生
活
を
支
え
る

の

日
常
生
活
を
支
え
る
自
動
車
輸
送

野
菜
、
果
物
、
水
産
品
、
日
用
品
等
日
常
生
活
に

必
要
な
主
要
品
目
の
輸
送
の
ほ
と
ん
ど
を
自
動
車
輸

送
が
分
担
し
て
い
る

(図
表
龍
)。

回

高
速
交
通
の
確
保
が
物
価
の
安
定
に
寄
与

阪
神
･
淡
路
大
震
災
の
影
響
に
よ
っ
て
高
騰
し
た

レ
タ
ス
の
価
格
が
、
高
速
交
通
が
確
保
さ
れ
る
に
つ

れ
て
次
第
に
安
定
し
た
。

回

宅
配
便
に
よ
る
生
活
の
利
便
性
の
向
上

宅
配
便
の
取
扱
量
は
大
幅
に
増
加
し
て
お
り
、
高

速
道
路
網
の
整
備
に
よ
る
一
日
配
達
圏
の
拡
大
は
、

26 道イテセ 99.8

満　　

3.oo
1時間 2蒔間 3時間 3時間
以 内 以 内 以 内 以 上

注) IC迄の時間距離区分で見た小売業売上高の伸び昭和60年時間距離区分
平成9年の売上高/昭和51年の売上高

資料) 通商産業省、日本道路公団

図表 8 インターチェンジまでの時間距離区分でみたン
額

~

イ
売

却
絲

　
　

　　

図

即
3O~鞠労米満
5増勢撚上

10 ~ 20k m 未満
18,2 %

資料) 建設省

図表 9 インターチェンジからの距離別工場立地件数

(平成 9年)

3.38

3,26

3.20



生
活
の
利
便
性
に
寄
与
し
て
い
る
。

同

地
域
に
お
け
る
高
度
医
療
を
支
援

高
速
道
路
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
療
機
関

の
少
な
い
地
域
に
お
い
て
も
、
高
度
医
療
、
救
急
医

療
の
利
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
る

(図
表
=
)。

口

多
様
な
道
路
の
機
能

①

社
会
･
経
済
･
生
活
を
支
え
る
多
様
な
道
路
の
機

能新宮村→国立蓉逓寺病院、
香川小児病院

開通前 (約“分) q/̂〕
:三一碇当＼̂"、,

搦逓後 (約30分)奪曲P

道
路
の
機
能
は
多
面
的
で
あ
り
、
使
わ
れ
方
は
多

様
で
あ
る
。
鉄
道
や
航
空
等
の
様
々
な
交
通
機
関
を

支
え
る
基
盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
長
距
離
か
ら
短
距

離
ま
で
あ
ら
ゆ
る
自
動
車
交
通
を
担
っ
て
い
る
。

自
動
車
を
利
用
す
る
目
的
を
見
る
と
、
買
い
物
や

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
を
目
的
と
す
る
日
常
生
活
に

関
連
す
る
も
の
の
割
合
が
増
加
し
て
お
り
、
道
路
整

備
の
進
展
は
、
多
様
な
生
活
活
動
を
可
能
に
し
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
道
路
整
備
の
進
展
に
よ
り
生
鮮
食
料
品
の

輸
送
期
間
が
短
縮
さ
れ
、
各
地
で
の
食
生
活
が
変
化

に
富
む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

高
速
道
路
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
周
辺
に
は
多
数
の

工
場
立
地
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
高
速
道
路
は
沿

道
の
住
民
に
新
た
な
勤
務
地
を
供
給
し
て
い
る
と
い

え
る

(図
表
9
)。

戦
後
、
八
流
、
物
流
に
お
け
る
自
動
車
の
分
担
率

は
、
我
が
国
の
産
業
構
造
及
び
消
費
構
造
の
高
度
化
、

多
様
化
等
に
よ
り
、
飛
躍
的
に
増
加
を
続
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
物
流
に
お
け
る
多
品
種
･
少
量
輸
送
、

ジ
ャ
ス
ト
イ
ン
タ
イ
ム
輸
送
等
国
民
の
ニ
ー
ズ
の
多

様
化
･
高
度
化
が
み
ら
れ
る
な
か
、
都
市
内
道
路
に

お
け
る
貨
物
輸
送
の
積
載
効
率
が
低
下
し
て
き
て
お

り
、
渋
滞
、
八
流
と
と
も
に
、
地
域
別
、
距
離
帯
別

に
、
自
動
車
の
使
わ
れ
方
が
異
な
っ
て
お
り
、
各
種

交
通
機
関
の
連
携
の
も
と
で
、
効
率
的
な
輸
送
体
系

を
形
成
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

②

社
会
空
間
(社
会
の
共
有
空
間
)の
確
保
･
再
生

道
路
は
、
国
土
空
間
の
有
効
利
用
を
図
り
、
地
域

を
支
え
る
総
合
的
な
社
会
基
盤
で
あ
る
。
特
に
、
生

活
や
社
会
面
で
の
安
全
性
の
確
保
や
質
の
高
い
生
活

空
間
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
上
で
、
道
路
は
社
会
の

道イテセ 99.8 2 7

　

　
　

　
　

　　

　　

な
、
"ゞ

¥
-

物

物

品

果･

産

菜

穀

野

水

品

品

品

業

業

工

工

用

　
　
　 　　　　　　

　

40 %% 20 % 40 % 60 %

資料) 運輸省 ｢陸運統計要覧｣ (平成10年版)

図表10 品目別機関別輸送分担率 (平成 9年度 ･輸送トンベース)
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共
有
空
間
と
し
て
、
地
域
、
都
市
の
極
め
て
重
要
な

構
成
要
素
で
あ
る
。

例
え
ば
、
水
道
管
の
全
て
、
ガ
ス
管
の
九
0
%
が

道
路
の
下
に
収
容
さ
れ
て
い
る
な
ど
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

の
ほ
と
ん
ど
が
道
路
の
地
下
に
収
容
さ
れ
て
お
り
、

道
路
は
空
間
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
、
人
と
く
ら

し
を
支
え
る
最
も
根
幹
的
な
施
設
と
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
分
野
の
社
会
活
動
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。

ま
た
、
道
路
は
良
好
な
市
街
地
の
骨
格
形
成
、
都

市
や
地
区
の
シ
ン
ボ
ル
形
成
等
の
機
能
、
消
防
活
動

や
避
難
路
、
緊
急
輸
送
路
な
ど
防
火
活
動
の
た
め
の

空
間
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
上
、
緩

衝
空
間
、
通
風
、
採
光
、
修
景
、
人
々
が
集
い
、
憩

う
場
と
し
て
の
活
動
空
間
の
形
成
、
美
装
化
と
い
っ

た
環
境
空
間
と
し
て
の
機
能
、
地
下
鉄
な
ど
の
公
共

交
通
施
設
等
の
収
容
空
間
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て

い
る
。

こ
の
た
め
、
今
後
は
、
道
路
の
持
つ
空
間
機
能
を

発
揮
さ
せ
、
個
性
や
魅
力
あ
る
み
ち
づ
く
り
を
行
う

た
め
、
歩
道
、
植
樹
帯
、
中
央
帯
の
幅
員
を
よ
り
広

く
す
る
よ
う
配
慮
す
る
な
ど
、
空
間
機
能
に
着
目
し

た
新
た
な
道
路
整
備
の
あ
り
方
を
構
築
す
る
と
と
も

に
、
全
国
の
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
資
す

る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

ハ

道
路
整
備
の
現
状

･
道
路
整
備
の
水
準

戦
後
五
〇
年
が
過
ぎ
、
道
路
整
備
に
つ
い
て
、
戦
後

の
歩
み
を
振
り
返
る
と
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
段
階
で
あ
る

終
戦
直
後
の
我
が
国
の
道
路
は
、
空
襲
や
財
源
不
足
か

ら
、
荒
廃
が
甚
だ
し
く
、
損
傷
の
激
し
い
簡
易
舗
装
が

わ
ず
か
に
残
さ
れ
た
ほ
か
は
、
砂
利
道
ば
か
り
で
、
人

や
自
動
車
の
通
行
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
難
渋
を
極
め
て

い
る
状
態
で
あ
っ
た
。
当
時
の
状
況
を
、
昭
和
三
一
年
、

名
神
高
速
道
路
建
設
の
調
査
の
た
め
来
日
し
た
ラ
ル
フ
･

J
･
ワ
ト
キ
ン
ス
は
そ
の
報
告
書
の
中
で
、
｢日
本
の
道

路
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど
悪
い
。
工
業
国
に
し
て
こ
れ
ほ

ど
完
全
に
そ
の
道
路
網
を
無
視
し
て
き
た
国
は
他
に
な

い
。
｣
と
指
摘
し
て
い
る
o

こ
の
よ
う
な
中
、
本
格
的
な
道
路
整
備
は
、
昭
和
二

九
年
に
策
定
さ
れ
た
｢第
1
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
｣

か
ら
始
ま
り
、
現
在
の

｢新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
｣

に
よ
っ
て
強
力
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

未
だ
整
備
の
途
上
段
階
に
あ
り
、
今
後
と
も
着
実
な
整

備
の
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
高
規
格
幹
線
道
路
に
つ
い
て
は
、
平
成
一

〇
年
度
末
で
供
用
延
長
が
七
、
三
七
七
懸
と
な
る
が
、

こ
れ
は
よ
う
や
く
全
体
計
画
の
半
分
に
達
し
た
状
況
で

あ
り
、
高
速
道
路
の
整
備
水
準

(図
表
物
)
や
空
港
･

港
湾
と
高
速
道
路
網
の
ア
ク
セ
ス
状
況
は
欧
米
と
比
べ

て
依
然
低
い
水
準
に
あ
る
。
ま
た
渋
滞
に
よ
る
時
間
損

失
は
年
間
で
国
民
一
人
当
た
り
約
四
二
時
間
、
金
額
に

換
算
す
る
と
全
体
で
一
二
兆
円
に
も
及
び
、
交
通
渋
滞

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
o

防
災
性
･
利
便
性
等
と
関
係
の
深
い
都
市
の
道
路
面

セ行

積
割
合
に
つ
い
て
は
、東
京
都
区
部
に
お
い
て
も
一
三
･

道

六
%
と
欧
米
都
市
に
比
べ
低
く

(ワ
シ
ン
ト
ン
D
C
二

β　
　

五
%
)、歩
道
の
整
備
状
況
を
み
て
も
必
要
延
長
量
の
五

国 名
路
長麗
"

高
延

高速道路延長高速道路延長高速道路延長高速道路延長
国土面積

( 妨 鹸2) 知燃俶
ゾ面積 ･ 人口

はI1‘W 刺頤防人)
自動車保有台数
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,
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ウ
ム

イ ギ リ ス 3
,
226 140 ワ
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9
~
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,
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,
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日本の高速道路延長は道路局調べの1998年度末現在の高規格幹線道路の供用延長。

図表12 高速道路整備水準の国際比較



三
%
に
過
ぎ
な
い
な
ど
、
社
会
の
共
有
空
間
と
し
て
の

機
能
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
る
o

さ
ら
に
、
全
国
で
夜
間
の
環
境
基
準
を
超
え
る
道
路

の
割
合
が
約
六
五
･
五
%
に
及
ん
で
い
る
な
ど
、
環
境

面
で
の
対
策
の
一
層
の
充
実
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

②

道
路
整
備
の
三
つ
の
視
点

道
路
は
人
や
物
、
情
報
の
交
流
を
支
え
る
基
盤
施
設
で

あ
る
と
と
も
に
、
航
空
･
船
舶
･
鉄
道
な
ど
の
全
て
の
交

通
機
関
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
、
交
通
体
系
全
体
を
支

え
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
収
容
空
間
と
し
て

の
機
能
や
都
市
の
骨
格
を
形
成
す
る
機
能
を
果
た
す
な
ど
、

様
々
な
空
間
機
能
を
備
え
た
国
土
･
地
域
･
都
市
を
支
え

る
最
も
基
礎
的
な
社
会
資
本
で
あ
る
。

こ
う
し
た
道
路
の
有
す
る
多
様
な
機
能
を
人
中
心
の
視

点
か
ら
再
構
築
し
、
国
土
･
地
域
･
都
市
を
支
え
る
公
共

空
間
と
し
て
の
道
路
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
た

め
、
以
下
の
三
つ
を
施
策
の
展
開
に
お
け
る
基
本
的
な
視

点
と
し
て
据
え
る
。

○
空
間
機
能
の
向
上

質
の
高
い
生
活
環
境
を
形
成
す
る
た
め
、
国
民
が
活

動
で
き
る
唯
一
の
連
続
し
た
公
丑
完
工間
と
し
て
の
特
性

を
活
か
し
、
社
会
の
共
有
空
間
と
し
て
の
機
能
を
高
め

る
施
策
を
展
開
す
る
。

○
交
通
機
能
の
向
上

効
率
的
な
社
会
経
済
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
様
々

な
交
通
機
関
を
支
え
る
道
路
の
特
性
を
活
か
し
、
人
や

モ
ノ
等
の
移
動
の
効
率
性
を
高
め
る
施
策
を
展
開
す
る
。

城
づ
く
り
･都
市
づ
く
り
の
支
援
｣
｢よ
り
よ
い
生
活
環
境

○
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
対
応

の
奮
保
｣
｢安
心
し
て

め
る
国

の
実
現

を
四

二
一
世
紀
の
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
実
現
の
鍵
と

な
る
、
情
報
化
や
環
境
保
全
に
関
す
る
施
策
を
展
開
す

る
。

以
上
の
視
点
を
踏
ま
え
、
道
路
政
策
を
強
力
に
推
進
す

る
。

2

平
成
一
〇
年
度
、
三

年
度
の
主
要
施
策

○

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
推
進

二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
社
会
生
活
、
経
済
活
動
が
、

人
中
心
の
安
全
で
活
力
に
満
ち
た
社
会
･
経
済
･
生
活
の

実
現
を
図
る
と
と
も
に
、
参
加
と
連
携
に
よ
る
国
土
づ
く

り
･
地
域
づ
く
り
、
輸
送
の
合
理
化
に
寄
与
し
、
も
っ
て

均
衡
あ
る
国
土
の
発
展
と
活
力
あ
る
経
済
･
安
心
で
き
る

く
ら
し
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
今
後
の
道
路
整
備
の
基

本
的
な
方
針
と
す
る
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、

道
路
整
備
を
効
果
的
･
効
率
的
に
推
進
す
る
。

イ

社
会
･
経
済
･
生
活
の
緊
急
課
題
へ
の
対
応

社
会
、
経
済
、
生
活
が
直
面
す
る
物
流
の
効
率
化
、
中

心
市
街
地
の
活
性
化
、
高
度
情
報
化
、
渋
滞
対
策
、
交
通

安
全
対
策
、
防
災
対
策
、
環
境
保
全
等
の
緊
急
課
題
を
解

決
し
て
い
く
た
め
、
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
基
本
的

方
針
の
下
、
道
路
の
持
つ
多
様
な
機
能
を
効
率
的
に
発
揮

で
き
る
よ
う
、
道
路
政
策
を
推
進
す
る
。
具
体
的
に
は
、

｢新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
た
支
援
｣
｢活
力
あ
る
地

の
確
保
｣
｢安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現
｣を
四
つ
の
柱

2

と
し
て
、
道
路
整
備
を
効
果
的
･
効
率
的
に
推
進
す
る
と

8

と
も
に
、
道
路
網
の
管
理
の
充
実
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

セ

ま
ず
･
新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
た
支
援
と
し
て
、
断

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
と
地
域
相
互
の
交
流
促
進
を

図
る
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
等
の

整
備
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
複
合
一
貫
輸
送
を
促
進
す
る

空
港
、
港
湾
等
へ
の
連
絡
道
路
の
整
備
や
車
両
の
大
型
化

に
対
応
し
た
橋
梁
の
補
強
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
中

心
市
街
地
の
活
性
化
に
資
す
る
道
路
の
整
備
を
推
進
を
す

る
。
さ
ら
に
高
度
情
報
通
信
社
会
の
構
築
に
向
け
、
光
フ

ァ
イ
バ
ー
等
収
容
空
間
の
整
備
、
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ

ム

(I
T
S
)
に
対
応
し
た
道
路
の
整
備
等
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
二
つ
目
の
柱
で
あ
る
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･

都
市
づ
く
り
の
支
援
と
し
て
は
、
｢第
3
次
渋
滞
対
策
プ
ロ

グ
ラ
ム
｣
等
に
基
づ
き
、
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
等
の
整

備
な
ど
交
通
容
量
拡
大
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
交
通

需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
施
策
や
マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施
策
、
路

上
工
事
の
縮
減
に
資
す
る
共
同
溝
の
整
備
等
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
都
市
構
造
を
再
編
し
つ
つ
、
快
適
で
活
力
あ
る
都

市
を
構
築
す
る
た
め
、
都
市
高
速
道
路
等
の
整
備
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、
市
街
地
再
開
発

事
業
、
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
よ
る
電
線
類
の
地
中
化

に
つ
い
て
は
、
今
年
三
月
に
策
定
し
た
新
電
線
類
地
中
化

計
画
に
基
づ
き
強
力
に
推
進
す
る
。
さ
ら
に
、
自
立
的
な
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地
域
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
、
交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ

ル
･
橋
梁
整
備
事
業
な
ど
地
域
の
連
絡
を
強
化
す
る
道
路

の
整
備
や
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

三
つ
目
の
柱
で
あ
る
よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保
を
図

る
た
め
の
施
策
と
し
て
は
、
安
全
な
生
活
環
境
を
確
保
す

る
た
め
、
歩
道
の
設
置
や
交
差
点
改
良
な
ど
に
よ
る
道
路

交
通
環
境
の
整
備
や
交
通
安
全
教
育
の
充
実
な
ど
関
係
機

関
と
連
携
し
て
総
合
的
な
交
通
安
全
施
策
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
良
好
な
環
境
創
造
の
た
め
、
地
球
温
暖
化
の
防

止
に
資
す
る
渋
滞
対
策
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
自
然

環
境
と
調
和
の
取
れ
た
道
路
の
整
備
、
良
好
な
生
活
環
境

の
保
全
･
形
成
に
資
す
る
環
境
施
設
帯
の
整
備
や
沿
道
整

備
事
業
等
を
推
進
す
る
。

四
つ
目
の
柱
で
あ
る
安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現
を

図
る
た
め
の
施
策
と
し
て
は
、
国
土
の
安
全
と
く
ら
し
の

安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
維
持
管
理
の
充
実
等
を
図
る
と

と
も
に
、
防
災
対
策
、
震
災
対
策
、
避
難
路
の
整
備
、
積

雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
冬
期
交
通
の
確
保
を
図
る
事

業
等
を
推
進
し
、
道
路
網
の
管
理
の
充
実
を
図
る
。

口

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

事
業
目
的
と
社
会
的
な
効
果
を
十
分
に
確
認
し
な
が
ら

投
資
を
判
断
す
る
時
代
へ
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し

て
、
道
路
政
策
を
よ
り
効
果
的
･
効
率
的
に
推
進
す
る
た

め
、
重
点
化
･
効
率
化
、
事
業
等
の
評
価
･
改
善
、
透
明

性
の
確
保
、
適
切
な
役
割
分
担
等
の
視
点
か
ら
道
路
政
策

の
進
め
方
の
改
革
を
図
る
。

具
体
的
に
は
、
コ
ス
ト
縮
減
の
推
進
な
ど
道
路
事
業
の

効
率
化
、
事
業
の
評
価
な
ど
の
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、

透
明
性
の
確
保
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト

(P

I
)
の
実
施
な
ど
国
民
参
加
型
の
オ
ー
プ
ン
な
道
路
政
策
、

国
民
と
行
政
、
官
と
民
、
国
と
地
方
が
適
切
に
役
割
分
担

し
た
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
な
ど
を
図
る
。

ハ

新
技
術
の
開
発
･
導
入
の
促
進

環
境
･
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
顕
在
化
、
安
全
･
安
心
に

対
す
る
要
請
の
高
ま
り
、
産
業
の
空
洞
化
、
道
路
ス
ト
ッ

ク
の
老
朽
化
等
の
喫
緊
の
課
題
に
対
応
し
つ
つ
、
道
路
利

用
者
の
ニ
ー
ズ
に
即
応
し
た
効
果
的
･
効
率
的
な
道
路
整

備
を
推
進
す
る
た
め
、
新
道
路
技
術
五
箇
年
計
画
に
基
づ

き
、
産
学
官
及
び
異
分
野
の
技
術
開
発
の
促
進
･
連
携
強

化
を
図
り
、
計
画
的
･
総
合
的
な
技
術
研
究
開
発
を
推
進

す
る
。

②

平
成
=

年
度
の
主
要
施
策

(項
目
の
み
列
挙
)

イ

新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
た
支
援

①

地
域
の
競
争
条
件
確
保
の
た
め
の
幹
線
道
路
網
の

構
築
イ

高
規
格
幹
線
道
路

口

地
域
高
規
格
道
路

ハ

新
交
通
軸
の
形
成

②

物
流
効
率
化
の
支
援

イ

広
域
交
通
基
盤
連
携
強
化
の
推
進

口

車
両
の
大
型
化
に
対
応
し
た
道
路
整
備

ハ

物
流
拠
点
の
整
備
の
支
援

ニ

都
市
内
物
流
対
策

③

中
心
市
街
地
の
活
性
化

イ

中
心
市
街
地
の
活
性
化
基
盤
の
充
実

口

中
心
市
街
地
活
性
化

(賑
わ
い
の
地
区
形
成
)

方
策
の
充
実

④

情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
構
築

イ

光
フ
ァ
イ
バ
ー
等
収
容
空
間
の
整
備

口

道
路
管
理
用
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
整
備

⑤

道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
高
度
化

(I
T
S
)
の
推

進
口

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
の
支
援

①

都
市
圏
の
交
通
円
滑
化
の
推
進

(渋
滞
対
策
)

イ

総
合
的
な
交
通
円
滑
化
対
策

口

路
上
工
事
の
縮
減

②

地
域
･
都
市
の
基
盤
の
形
成

イ

地
域
･
都
市
の
基
盤
づ
く
り

口

電
線
類
地
中
化
の
推
進

③

地
域
づ
く
り
の
支
援

イ

広
域
的
な
連
携
に
基
づ
く
地
域
振
興
施
策
の
重

点
的
支
援

口

地
域
間
相
互
の
交
流
･
連
携
機
能
の
強
化

ハ

地
域
交
流
の
核
と
な
る
拠
点
の
整
備

ハ

よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保

①

安
全
な
生
活
環
境
の
確
保

イ

交
通
安
全
施
策
の
推
進

口

駐
車
対
策
の
推
進
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ハ

安
心
で
き
る
生
活
環
境
の
形
成

(豊
か
な
生
活

空
間
づ
く
り
)

②

良
好
な
環
境
の
保
全
･
形
成

イ

沿
道
環
境
対
策
の
総
合
的
な
推
進

口

二
酸
化
炭
素
排
出
規
制
等
の
地
球
環
境
へ
の
負

荷
の
低
減

ハ

自
然
環
境
の
保
全
･
回
復

二

安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現

①

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

考
え
方

②

道
路
管
理
の
充
実

イ

道
路
管
理
の
現
状
と
課
題

口

道
路
ス
ト
ッ
ク
の
管
理

ハ

道
路
空
間
の
管
理

③

道
路
の
防
災
対
策
･
危
機
管
理
の
充
実

イ

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

管
理

口

災
害
に
強
い
国
土
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備

の
推
進

ハ

阪
神
･
淡
路
地
域
に
お
け
る
復
興
対
策
の
推
進

ニ

冬
期
道
路
交
通
確
保
の
推
進

③

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

イ

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

①

道
路
事
業
の
効
率
化

イ

重
点
投
資
を
行
う
分
野
の
明
確
化

口

投
資
効
果
の
早
期
発
現
を
目
指
し
た
投
資
の
重

点
化

ハ

事
業
コ
ス
ト
の
縮
減
策
の
推
進

ニ

多
様
な
連
携
施
策
の
推
進

②

評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入

イ

事
業
評
価

口

施
策
の
評
価

ハ

社
会
実
験
の
推
進

③

透
明
性
の
確
保
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ

ン
ト

(P
I
)
の
実
施

イ

パ
ブ
リ
ッ
ク

･
イ
ン
ポ

ル
ブ
メ
ン
ト
の
実
施

口

｢道
の
相
談
室
｣
な
ど
国
民
の
ニ
ー
ズ
把
握
の

取
組
み

④

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立

イ

国
民
と
行
政
の
役
割
分
担

口

官
と
民
の
役
割
分
担

ハ

国
と
地
方
の
役
割
分
担

口

道
路
新
技
術
開
発
及
び
国
際
技
術
協
力

①

技
術
研
究
開
発

イ

社
会
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
研
究
テ
ー
マ
の
重
点
化

口

研
究
開
発
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
強
化

②

国
際
技
術
協
力

ハ

道
路
技
術
基
準
の
整
備

の

道
路
整
備
を
支
え
る
道
路
特
定
財
源
制
度
、
有
料
道

路
制
度
等

イ

着
実
な
整
備
の
た
め
の
財
源
確
保
の
必
要
性

口

有
料
道
路
制
度
を
活
用
し
た
道
路
整
備

ハ

道
路
開
発
資
金
制
度
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平
成
地
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

一

は
じ
め
に

道
路
交
通
管
理
統
計
調
査
は
、
全
国
の
道
路
に
つ
い
て

道
路
交
通
管
理
の
実
態
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
道
路
の
実
態
に
即

し
た
望
ま
し
い
道
路
交
通
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究

す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
毎

年
度
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

本
調
査
の
対
象
は
、
道
路
法
に
基
づ
き
指
定
又
は
認
定

さ
れ
、
道
路
管
理
者
が
管
理
し
て
い
る
す
べ
て
の
道
路
で

あ
り
、
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
一
般
自
動
車
道
等
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。

調
査
項
目
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

①
道
路
監
理
員
の
任
命
状
況

②
道
路
管
理
用
車
両
の
保
有
状
況

③
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
実
績

④
道
路
環
境
施
設
の
整
備
状
況

⑤
道
路
情
報
管
理
施
設
等
の
設
置
状
況

⑥
道
路
災
害
の
発
生
状
況

⑦
異
常
気
象
時
の
通
行
規
制
実
績

⑧
異
常
気
象
時
の
警
戒
･
緊
急
体
制
の
発
動
実
績

⑨
道
路
情
報
モ
ニ
タ
ー
の
活
動
実
績

⑲
車
両
取
締
り
機
器
等
の
設
置
状
況

⑪
道
路
標
識
に
よ
る
高
さ
、
総
重
量
等
の
制
限
の
状
況

⑫
特
殊
車
両
の
指
導
取
締
り
実
績

⑲
路
上
放
置
車
両
の
処
理
実
績

二

平
成
九
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要

-

道
路
管
理
の
現
況

道
路
交
通
管
理
統
計
に
お
い
て
は
、
道
路
管
理
の
現
況

表 1 道路監理員の任命状況(平成10年 4月 1日現在)

洲
本庁(本局) 出先機関

道路監理員数
(人)

数
)
所
所竈 道路監理員数

(人)

日 本 道 路 公 団 0 115 4
,
053

本州四国連絡橋公団 0 12 ･ 193

都市高速道路公団等 76 47 804

地 方 建 設 局 等 145 364 “都 道 府 県 齦 643 事指 定 市 471 m 蹴市 町 村 蹴 496 臘
料
路鮪一道
土木部企業局

/
にU 12

地方道路公社

/
164 554

計 鰻 965L 芻
J2 道行セ 99.8



を
知
る
た
め
、
道
路
の
管
理
体
制
、
施
設
の
整
備
状
況
に

②

道
路
環
境
施
設
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

つ
い
て
調
査
を
行

っ
て
い
る
。

道
路
管
理
者
は
、
沿
道
環
境
保
全
対
策
と
し
て
道
路
網

=

道
路
監
理
員
の
任
命
状
況
に
つ
い
て

整
備
に
よ
る
対
策
と
と
も
に
、
道
路
構
造
の
改
善
に
よ
る

道
路
監
理
員
と
は
、
道
路
法
第
七
一
条
四
項
に
基
づ
き
、

対
策
を
行

っ
て
い
る
。

道
路
管
理
者
が
そ
の
職
員
の
う
ち
か
ら
命
じ
た
者
で
あ
り
、

具
体
的
に
は
、
遮
音
壁
、
植
樹
帯
、
環
境
施
設
帯
等
の

自
ら
現
場
に
お
い
て
各
種
の
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
権
限

整
備
を
行
っ
て
お
り
、
平
成
一
〇
年
四
月
一
日
現
在
の
整

を
持
つ
。

備
状
況
は
、
緑
化
済
道
路
延
長
が
約
四
万
三
、
0
0
0
如
、

平
成
一
〇
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
任
命
状
況
は
表

遮
音
壁
設
置
延
長
が
約
四
、
一
〇
〇
虹
、
環
境
施
設
帯
延

1
の
通
り
で
あ
る
。

長
が
約
七
〇
0
m
と
な
っ
て
い
る

(表
2
)。

③

道
路
情
報
管
理
施
設
の
整
備
状
況
に
つ
い
て

道
路
情
報
管
理
施
設
と
は
、
道
路
管
理
者
が
安
全
か
つ

)

帯
長

め
蝋
椴
延
細
銘
“
第
鯰
拗
乾
鵺
⑧
鐙
菊
円滑蹟道路佼通
の確保ゆ抜め泌要な情報を収集比、

厩鱸
鰔縄
"

“

路

1

,

“

“

“

"x
“
は
滴
擾
隣
莉
赫拝
"
茗
に
当
□
該
桔
嬰
範
を
≦
捉
催
樅
す
る
た
め
に
勁約紗中直

ー

長

さ
れ
る
施
設
で
あ
り
、
道
路
上
の
道
路
情
報
提
供
装
置
、

月

延

4

7

6

2

1

6

6

0

5

3

7

車
両
監
視
装
置
、
気
象
観
測
装
置
、
緊
急
連
絡
施
設
等
が

鰡
置
縄

加
“
826
422

49

の

51

58

m

･“

44

0

設

べ

2

1

2

額
含
ま
れ
る
。

虜

壁

延

平
成
一
0
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
主
な
施
設
の
整

音

平

遮

長

2

7

1

5

0

5

0

7

3

0

0

鰍
雌
蘂
報

れ
総

“

逢

鐵

備
状
況
“
道
路
情
報
板
約
-万
九

0
0
0
基
･
車
両
監

備

2

視
用
テ
レ
ビ

(I
T
V
)
約
五
、
八
〇
〇
台
、
雨
量
計
約

磯≦
鬘

怨
錺
m
鰓
拗
剱
鸚
高
邱
剱
獏
ムハ

ニ
(0)(0)+暴
-･
温
響
度
計
約孔約
--｢
--六
〕
(0)◆暴孚と
を
の
っ
て
お

設

イ

路

P

7

3

0

8

3

施

緑
道

4

4

3

8

21

43

り
、
こ
れ
ら
施
設
の
設
置
状
況
を
道
路
種
別
に
み
て
み
る

-鰔…

道
路
路
内

外
道
道

姻
期

皺

'と
、
土用十両
"饉監
視
四テ
レ
ビ
や
ふか̂
け通
旦黒
測
{元礼巽
…は
-局
濃
雙日
乳動
士早

道

道
町
躰
坏
紡
計
雨
量
計
、
温
度
計
等
の
気
象
観
測
装
置
は
都
道
府
県
道
や

1

●
3
l
2
)
0

表 3‐ 1 道路管理施設等の設置状況(道路情報板等 :平成10年 4月 1日現在)

道路種別

道路情報板
(基)

警報表示板
(基)

車両監視用テレビ
(台)

交通量測定器
(基) 琺

岡

側

区

路

(

ンセ
⑧

ビ 通
置
蕨
醗
⑧

道
道

型A 型B 型C 電光式 計 トンネル その他 トンネル その他 料金所 その他

高速自動車国道 鰡 碗 nU 790 細 繃 105 l,679 狙 減 nU 130 燃 損

本州四国連絡道路 第 郎 Û " " お AV ハソム 靴 製 16 qU にU 0

都市高速道路 $ nU ◆』- 鰈 締 85 RU 368 蹠 聡 郷 46 474 125

国一
l 指定区間内
道蝉 指定区間外

223 450 18 纖 燃 郷 " 擶 721 154 607 90 239 548

237 529鰡 吻 鯏 71l 盟 郡 " の乙 23 膀 u 187
都 道 府 県 道 202 957鰡 跳 緘 422 143 57 10 Û QJ 施 rhu 633

市 町 村 道 134 74 726 271 跳 79 聞 第 24 nv 26 32 nU 94

一般
有

料
道
路

日本道路公団 305 204 Û 郷 765 30l 1上 313 鑪 郷 AV m ○̂ 92

土木部企業局 n nU 40 QU 59 “坤 14 ny nU “艶 nU nU =̂〕 ハU
地方道路公社 臨 152 翔 硝 746 132 25 ㈱ 範 471 卸 18 nv 237

計 加鱗畑 檄鰤 4,547 551 細 芻 禦 捌 464 廓 靭

鬘綴鷲
遮音壁設陀置 環境施設帯

設 置 延 長道路延長 延べ設置延長

高速自動車国道 4
,
046
.
4

廓 れ
173
.
9

本州四国連絡道路 67
.
2 14

,
7 23

.
7 2

,
2

都 市 高 速 道 路 71
.
1 403

.
1 826

.
6 26

.
3

賄
指定区間内 4

,
765
.
5 274

.
5 422

.
2 189 8

指定区間外 3
,
314
.
O 御 飢 靴

都 道 府 県 道

縄 協 臟 徽市 町 村 道 21
,
899
,
5 翻 弼 鰻

一
般
有

料
道
路

日本道路公団 378
.
5 猟 痢 芻土木部企業局 11
.
8 総 邸 ⑧

地方道路公社 463
.
0 " 鵺 鐙

計 43
,
081
.
1

減 饅 綴

道行セ 99,8 33



2

異
常
気
象
時
の
対
応

の

道
路
災
害
の
発
生
状
況
に
つ
い
て

道
路
災
害
の
発
生
件
数
は
こ
こ
数
年
減
少
傾
向
に
あ
っ

た
が
、
平
成
九
年
度
の
発
生
件
数
は
約
六
、
一
〇
〇
件
と
、

平
成
八
年
度

(約
三
、
九
〇
〇
件
)
に
比
べ
、
大
幅
に
増

加
し
て
い
る
。
平
成
九
年
度
の
主
な
災
害
内
容
･
件
数
は
、

表 4 道路災害の発生状況(平成 9年度実績)

＼
、
糊の外内

容

問

別

内

区

種

害

制

路

災

親

道

落石等
面
壞
法
乃
土
元
盛
等

壁
傷
鰄
損
石
等
地すべり 道路洗掘 瓣

掘
橋
洗

ヨイント
崩

雪 崩 その他 計

高速自動車同道

内 Û 0 0 0 0 =̂〕 0 0 AV ハU
外 再坤 3 0 3 0 =̂〕 0 0 11一 11

計
"
J壜 3 0 3 0 nY 0 0 14 n

本州四国連絡道路

内 〔U ハU nY nU Û n〕 0 ハU Û ハU
外 nU nV Û ハU 0 nY nU nV nU 〔U
計 ハU =̂〕 nY =̂〕 〔U Û nU nU nU 〔uV

都市高速道路

内 Û 0 0 0 0 nU 0 0 ハU ハU
外 nU 0 0 0 0 nu 0 0 nU =̂〕
計 nU 0 0 0 0 nY 0 0 nU nV

一般
国
道

指定区間内

内 “ にU 0 0 14 =̂〕 Û ハゾム 蜷 38

外 18 施 〔U ･IL 弗年 14 1上 QU = 卸

計 鵠 20 nY T･1 とり 1具 十▲ rb " %

指定区間外

内 瑯 44 6 3 = nU 0 8 " 207

外 鞘 62 16 4 20 QJ 14 2 姫 239

計 191 106 22 ワ! 31 QU 1･具 10 お 446

都 道 府 県 道

内 239 147 38 ワ‘ M ?乙 〔U “耳 57 508

外 317 283 51 19 蛇 蜷 nU n 眺 934
計 556 ㈱ 鵠 26 56 15 nU お 郷 靴

市 町 村 道

内 乾 128 52 RU 鋤 q〉 n〕 1･上 " 335

外 994 1逐89 532 110 276 “ ワム RU 328 緘計 跳 1-617 584 艶 306 72 ?" qy 355 鰡

一般
有
料
道
路

日本道路公団

内 ハU nv =̂〕 Û =̂〕 nv nY n〉 ハU Û
外 11 0 0 十･鼻 Û nV nU nV ハU り“
計 1L nU nv 11 nU ハU ny AV nU リノム

土木部企業局

内 nU 0 0 nU Û ny n〉 ハU n〉 Û
外 イ性 0 0 Û nU nY nY Û Û !"'
計 庫伴 0 0 nU nU n〉 nV ハU nV 庫4

地方道路公社

内 ?“ 1具 0 〔U ハU "̂〕 AV nV hD AU
外 14 に〕 Û ハU ny 〔uV nU Û nU AU
計 hD AU nU nU Û nV nU nY QJ 12

計

内 448 325 96 蜷 $ n nY お 127 燃外 燃 1,857 599 138 靴 80 メ"性 24 589 鰓計 拗 2,182 695 閼 郷 91 イ性 “ 郷 鑓
Jイ 道イテセ 99.8

盛
土
法
面
等
崩
壊
が
約
二
、
二
〇
〇
件
、
落
石
等
が
約
｢

九
〇
〇
件
、
石
積
擁
壁
等
損
傷
が
約
七
〇
〇
件
、
道
路
洗

掘
が
約
四
〇
〇
件
と
な
っ
て
い
る

(表
4
)。

②

異
常
気
象
時
に
お
け
る
通
行
規
制
実
績
に
つ
い
て

豪
雨
、
地
震
等
の
異
常
気
象
時
に
お
い
て
道
路
の
通
行

が
危
険
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
道
路
交
通
の
安

表 3ー 2 道路管理施設等の設置状況(気象観測装置 :平成10年 4月 1日現在) (単位 :基)

道路種別

雨 量 計
温度計 赫 路面凍結観測装置 風速計 視程障害観測装置

道路管理者設置 の
置
他
設
の
の
そ
者

計
自動伝達 その他 自動伝達 その他 自動伝達 その他 自動伝達 その他 自動伝達 その他 自動伝達 その他

高速自動車国道 562 第 nU 577 572 20 258 nU 695 ハU 弧 14 郷 =̂〉
本州四囲連絡道路 12 n〕 0 12 16 nV 0 =̂〕 16 AV 23 れ字 12 n乙
都市高速道路 18 AV 0 18 55 nu 9 nU 63 〔U 33 nU 8 〔U

内

外

間

間

区

区

定

定

指

指
一般
国
道

812 90 窕 郷 534 183 解 賊 373 144 316 " れ M

165 お 466 郷 225 382 262 101 151 73 42 視 22 ウ“
都 道 府 県 道 320 179 730 鯲 234 416 313 郷 碗 109 鯰 那 第 “"'
市 町 村 道 507 740 蹠 娯 171 344 80 348 月性 ゆ 雄 222 M nラム

一般
右

料
道
路

臼本道路公団 80 "/ 0 幻 83 にU 第 ハU 82 11 “ ro " nY
土木部企業局 AV Qu 0 QU 0 14 nU n〉 Û ハU -T-▲ AV nU Û
地方道路公社 44 78 へ〇 125 43 44 m 22 器 QJ 第 第 鱒 RU
計 効 廊 蜘 彌 廓 跳 蹴 ㈱ 廓 紙 璃 423 485 釦



全
、
円
滑
を
確
保
す
る
た
め
、
各
道
路
管
理
者
は
、
通
行

規
制
基
準
、
通
行
規
制
区
間
を
定
め
、
事
前
の
通
行
規
制

を
実
施
し
て
い
る
。

平
成
九
年
度
の
通
行
規
制
実
績
は
、
通
行
止
回
数
で
約

六
、
六
〇
〇
件
と
な
っ
て
お
り
、
原
因
別
で
は
、
豪
雨
が

約
五
、
二
〇
〇
回
と
最
も
多
く
、
続
い
て
豪
雪
、
路
面
凍

結
の
順
と
な

っ
て
い
る

(表
5
)
。

表 5 通行止め回数(平成 9年度実績)

＼
、
別ゆ酬

別
区

種

因

制

路

原

親

道

雨奈 顔 雪豪 地吹
面
結
路
凍
崩
…
雪 霧 颯 蝋

川
濫
その他 計

高速自動車国道

内 nU 〔U =̂〉 AV ハU nU nu nU Û Û Û 〔U

外 nU 〔U n〕 Û Û nU =̂〕 Û nU nU Û nv
計
[ nU AV =̂〉 nU Û 〔U ny nY ハU nu nY nY

本州四国連絡道路

内 n〕 〔U nV Û nV Û nU nU nU n〕 nU Û
外 Û ハU nU AV nU ハU Û QV nU nY nU hD

計 ハU Û Û nU nU AV nY QU nU nv nV QU

都市高速道路

内 〔uV nU 11 nU nU Û nU り乙 nU nv nU QU
外 nU nV 14 n〉 Û nu nU 〔U nY nY nU 14
計 nV Û リム nY nU nu nU ○乙 Û nv nU メ壜

一
般

国

道

定

内 円 nv AV 約 お 1▲ =̂〕 n〕 に｢u 45 54 205

外 鷁 nY リム m 16 nノO nU ハU ro 25 QU 102

計 108 nY ハノム 20 乾 hD nV nU m 70 62 307

指定区間外

内 803 !4 鋳 nV 第 QU 〔uV 1上 にJ nY 蜷 919

外 138 nV 20 nU 24 '･1 nU 11 ′̂“ ワー 16 209

計 知 〆彗 鵠 =̂〕 姫 庫性 Û り乙 ワ‘ ワ‘ “燃
都 道 府 県 道

内郎 m 166 qJ 鋤 AV nU 14 M RU 鞘職外 739 リム 凱 斑 45 ワ･‘ ハU RU ,-▲- JQ 第 991

計
…捌 12 257 “ 105 13 nU Q〉 15 QJ % 郷

市 町 村 道

内 131 11 36 Û M nU ハU QU 14 バマ 自体 檄
外則 綿 82 ワム " QJ ny にJ QU " 約蝋計
閾 搬 36 118 リム 租 nd nU QO イ性 31 “燃

一
般
有
料
道
路

月本道路公団

内 =̂〕 nU nU nU nU Û nU nY nY nU 〔U nV
外 〔U nY nU Û nu n〕 ハU Û Û nV Û nV
計 n〕 nU nU Û ハU n) Û nU 〔U nU nu nU

土木部企業局

内 nU n〕 nU nU Û AV nU =̂〕 ハU nU 〔U nU
外 nY nY AU nU 〔U nu nU Û =̂〕 nV =̂〕 RU
計 nY Û RU ハU ハU Û ハV nU =̂〕 nU 〔U AV

地方道路公社

内 33 n〕 59 nU “ Û QU 14 Û nV ろく〕 184

外 ワ! nY リム ハU にJ Û nU リム RU ハU nV 24

計 40 nY 鋭 nu " AV QJ 16 RU nU QU 208

計

内燃 お 327 19 187 m hD れ 25 54 133皺外獨 37 204 70 m 13 AV 19 19 63 剪紳計那 靴 531 的 縦 芻 リリ 40 44 鮨 232硼

3

違
法
車
両
の
取
締
り
等

=

車
両
取
締
り
機
器
等
の
設
置
状
況
に
つ
い
て

道
路
法
に
違
反
し
て
道
路
を
連
行
す
る
車
両
の
指
導
取

締
り
を
行
う
た
め
、
道
路
管
理
者
は
、
取
締
り
基
地
を
設

置
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
取
締
り
基
地
等
に
お
い
て
、

車
重
計
、
軸
重
計
等
の
重
量
測
定
機
器
の
整
備
を
行
っ
て

い
る
。

現
在
、
高
速
自
動
車
国
道
、
都
市
高
速
道
路
及
び
指
定

表 6 車両取締り基地の設置状況
(平成10年 4月 1日現在)

道路種別 飜⑰高速自動車国道 185

本州四国連絡道路 8

都市高速道路 27

賄
指 定 区 間 内 114

外間区定指 う、〕

都 道 府 県 道 12

市 町 村 道 一11-

一
般
有

料
道
路

団公路道本目H 割

局業企部木土 Û

社公路道方地 く̂じ

計 383

区
間
内
国
道
で
は
整
備
が
進
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
都
道

府
県
道
、
市
町
村
道
等
で
は
あ
ま
り
整
備
が
進
ん
で
い
な

い
状
況
で
あ
る

(表
6
･
7
)
。

②

特
殊
車
両
の
指
導
取
締
り
実
績
に
つ
い
て

道
路
管
理
者
は
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
を
得
ず
に
通
行

し
て
い
る
車
両
及
び
特
殊
車
両
通
行
許
可
の
条
件
に
違
反

し
て
通
行
し
て
い
る
車
両
に
対
し
、
道
路
法
に
基
づ
き
、

取
締
り
を
行

っ
て
い
る
o

違
反
車
両
数
は
、
平
成
六
年
度
に
は
道
路
交
通
法
の
改

正
で
過
積
載
に
対
す
る
罰
則
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
等
に
伴

い
、
大
幅
に
減
少

(約
五
万
台
)
し
た
が
、
そ
の
後
、
若

干
の
復
活
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
平
成
九
年
度
は
約
六
万

台
で
あ
っ
た

(表
8
)。

③

違
反
車
両
の
違
反
内
容

違
反
件
数
に
つ
い
て
は
、
道
路
法
第
四
七
条
の
二
第
一

項
に
基
づ
く
特
殊
車
両
通
行
許
可
を
有
し
て
い
な
い
場
合
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が
約
六
万
件
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
を
有
し
て
い
る
場
合

に
つ
い
て
は
減
少
し
て
い
る
。
道
路
管
理
者
に
お
い
て
は
、

後
一
層
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

が
、
約
一
万
五
、
0
0
0
件
と
な
っ
て
お
り
、
特
殊
車
両

運
送
事
業
者
、
特
殊
車
両
の
運
転
者
等
が
特
殊
車
両
通
行

主
な
違
反
内
容
と
し
て
は
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
を
有

通
行
許
可
を
有
し
て
い
な
い
場
合
が
前
年
に
比
べ
増
加
し

許
可
制
度
の
趣
旨
、
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
道
路

し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
重
量
超
過
が
約
三
万
一
、
○

た
の
に
対
し
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
を
有
し
て
い
る
場
合

法
･
車
両
制
限
令
を
遵
守
す
る
よ
う
、
広
報
活
動
等
を
今

○
○
件
、
寸
法
超
過
が
約
二
万
八
、
0
0
0
件
と
な
っ
て

お
り
、
特
殊
車
両
通
行
許
可
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い

緻
猾
断
o
u
o

47
0

33
7

3
o

o
o

o
o

74
0

0
0

27
0

62
7

て
は
、
重
量
超
過
が
約
四
･
八
0
0
件
、
寸
法
超
過
が
約

計

全
メ

1
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

三
、
五
○
○
件
、
経
路
違
反
が
約
三
、
一
〇
〇
件
と
な
っ

高

ヵ

て
い
る

(表
9
)
。

車

(皺
稀

雍
受
妻
,

㈱

路
上
放
置
車
両
の
処
理
実
績

近
年
、
廃
棄
車
両
の
処
理
費
用
の
高
騰
等
に
よ
り
、
道

砂

為
0
の
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の

2
の

2
D

o
の
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1
の
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の
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あ
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増
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o
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0

0
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o

o

o
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、
て
お
“
、
社
会
問
題
と
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る
0

平
成
九
年
度
の
路
上
放
置
車
両
発
見
台
数
は
全
体
で
約

覇
數
瀞

の

%
の

ち
惚

の

o
の

5
の

o
の

9
の

o
の

5
の
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芳
五
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0
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台
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の
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が
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纖
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･
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表 7 車両取締り機器(定置式)の設置状況(平成10年 4月 -日現在)

＼
種 軸重計 輪荷重計 輻

箇所数 全基数
(カメラ付き)

箇所数 全基数
(カメラ付き)

箇所数
全基数
(カメラ付き)

箇所数 全基数
(カメラ付き)

高速自動車国道 185 蹄◎
578 襁 nU 0⑨

576 駒◎
本州四国連絡道路 12 “◎

12 “◎
n〕 0⑩

11 。◎
都市高速 道路 QJ ,⑨

226 蟠㈱
で○ “⑦

258 “⑨
一
般
国
道

指定区間内 % “⑧
m “④

り乙 & “ “⑦
指定区間外 イ優 “◎

nU 0⑨
nV 0⑩

ら乙 “◎
都 道 府 県 道 12 “②

お “◎
nU 0⑩

nY 0◎
市 町 村 道 nU 0⑩

AV 0◎
11 “⑥

〔U 0⑨
一
般
有
料
道
路

日本道路公団 30 “⑥
視 爛◎

nU 0◎
74 器

土木部企業局 nU 0⑩
nv 0⑩

nU 0◎
nV 0⑨

地方道路公社 り乙 “⑩
に･〉 “◎

ハV 0⑨
25 “◎

計 348 蘂⑲
927 贓⑧

q〉 “⑧
975 瑠

三

お
わ
り
に

我
が
国
は
国
土
の
四
分
の
三
が
山
地
で
あ
り
、
豪
雨
、

地
震
な
ど
が
頻
繁
に
発
生
す
る
自
然
条
件
の
下
に
あ
る
。

こ
う
し
た
自
然
条
件
の
下
で
、
道
路
管
理
者
は
道
路
を
良
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好
に
保
ち
、
道
路
交
通
の
安
全
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
た
め
、
道
路
管
理
者
は
、
豪
雨
等
の
自
然
現

象
に
よ
り
災
害
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
常

に
異
常
の
有
無
を
把
握
し
、
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は

速
や
か
に
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
災
害

発
生
時
に
お
い
て
は
状
況
を
的
確
に
把
握
し
て
対
処
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関
と
の
協
力
体

制
、
情
報
収
集
･
提
供
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
近
年
、
車
両
の
大
型
化
が
進
展
し
て
い
る
状
況

に
あ
り
、
平
成
一
〇
年
五
月
二
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
も
、
物
流
の
効
率
化

を
支
援
す
る
た
め
、
平
成
一
四
年
度
末
ま
で
に
車
両
の
大

型
化
に
対
応
し
た
約
六
万
輌
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
整

備
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(こ
の
う
ち
平
成
一
〇
年
度

末
ま
で
に
約
三
万
三
、
0
0
0
畑
を
整
備
済
み
。)。
こ
れ

ら
道
路
の
整
備
に
よ
り
、
車
両
の
大
型
化
の
傾
向
は
今
後

更
に
強
ま
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
道
路
管
理
者
は
、
道

路
構
造
の
保
全
及
び
交
通
の
危
険
防
止
の
観
点
か
ら
、
道

路
法
違
反
車
両
に
対
す
る
指
導
取
締
り
を
実
施
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
後
と
も
、
指
導
取
締
り
体
制
や
関

係
機
関
と
の
連
携
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

り
効
果
的
に
違
反
車
両
数
の
抑
制
を
図
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
道
路
利
用
者
の
道
路
交
通
情
報
に
対
す
る
ニ

ー
ズ
は
ま
す
ま
す
高
度
化
、
多
様
化
し
て
き
て
お
り
、
従

来
の
道
路
交
通
情
報
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
高

道行セ 99.8 3 7

表 8 特殊車両の指導取締り実績(平成 9年度実績)

道路管理者

耳贈締り活動 鰤
割

検 輌

)

反

倫

違 措 置 内 容

酸
⑩

時

鮭
蝋
の

告潴
㈱

指 令命

り

置

律

措 可取消(件) 刑事告発(件)

に
の
hゾ塗b
締
る
事 故 に
係るもの

耳略齋りに
係るもの

事 故 に
係るもの

日 本 道 路 公 団 鰡臘 27,149 36,481 猟 上686 8,305 0 0 0 0

本州四国連絡橋公団 % 2,380 燃 312 158 Û nU Û Û Û =̂〕

都
市
高
速

道
路
公
団
等

首都高速道路公団燃 鱗 23,434 梵 牢 23,597 硼 0 0 0 14
阪神高速道路公団蹴 8,862 26,520 緘 5,168 靱 97 0 nY Û nY
名古屋高速公社 100 60 724 3,118 ?“ OG 0 〔U 0 0 0

広島高速公社 =̂〕 0 nY Û 0 nY Û 0 nY =̂〕 0
福間北九州高速公社 AU nx〕 範 95 14 ハマ Û nv nU nY Û
小 言十 緘総 50.723 33,816 皺 28,674 1,621 0 0 0 14

地

方

建

設

局

等

北海道開発局 30 お 紹 389 83 59 24 ny =̂〕 nY AV
方建設局 % 201 鯲 864 274 50 184 n〕 0 0 0

関東才方建設局 106 246 1,739 賊 484 " 414 0 nY nv nY
北陸｣ 方建設局 40 84 695 774 % 56 20 nv nv Û nY
中部｣ 方建設局 % 280 劔 L 102 487 第 259 nY nv nU nU
近畿す方建設局 賊 鰓 鸚 溜 673 573 100 nY nv =̂〕 Û
中国J 方建設局 94 353 廊 2 5 79 653 361 290 n〕 nU nY nU
四国す方建設局 悠 84 696 265 107 船 18 nY 〔U nv nU
A方建設局 145 292 燐 鰡 郷 269 123 nU 14 Û Û
方建設局 勾 42 297 126 13 露 ヤー nY nU n〕 nU
小 言十 856 刎鰓 12,659 鰡 圀 灼 nY 1兵 Û nY

都 道 府 県 露 第 230 135 57 53 nV nY nY nU nU
指 定 市 QU 8 68 27 RU RU nY 〔U nv nv nU
市 町 村 RU nd 露 58 =̂〕 nv =̂〕 ハU nY nv nv
ロ本道路公団 郷 躍 鉈 硼 鵺 155 鰡 nY nU nv nU

灘 土木部企業局 Û 0 =̂〉 =̂〕 nv n〕 nU =̂〕 nY nY nU
地方道路公社 14 ハソム 18 J4 1▲ 14 ハU nv Û nY nv
司‐ 鯉鱒蝋 鰡 鰍 慕 減 =̂〉 14 〔U 14



表 9 違反車両の違反内容(平成 9年度実績)

道路管理者

許可なし (件) 許可あり “弱

重量超過 寸法超過 計 経路違反 積荷違反 重量超過 寸法超過 条件違反 その他 計

ロ 本 道 路 公 団 9,603 6,746 16,349 1,046 609 2,628 1,351 125 643 6,402

本州四国連絡橋公団 8 166 174 0 0 0 0 0 0 0

都
市
高
速

道
路
公
団
等

首都高速道路公団 7,596 17,476 25,072 596 0 0 0 111 0 707

阪神高速道路公団 1,447 2,487 3,934 951 246 661 1,642 2 116 3,618

名古屋高速公社 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0

広島高速公社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡北九州高速公社 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0

小 計 18,656 19,967 38,623 1,547 246 661 1,642 113 116 4,325

地
方
建
設
局
等

北海道開発局 12 16 28 2 0 2 1 9 41 55

東北地方建設局 65 37 102 32 6 45 22 37 82 224

関東地方建設局 119 248 367 44 21 74 49 155 9 352

北陸地方建設局 12 3 15 7 5 18 5 13 1 49

中部地方建設局 78 116 194 32 32 220 66 55 55 460

近畿地方建設局 136 239 375 151 33 235 131 106 153 809

中国地方建設局 59 142 201 70 39 240 76 97 l71 693

四国地方建設局 19 53 72 18 11 32 15 12 30 118

九州地方建設局 116 128 244 28 12 35 11 50 99 235

沖縄地方建設局 6 6 12 0 l 0 0 1 0 2

小 計 622 988 1,610 384 160 901 376 535 641 2,997

都 道 府 県 7 12 19 20 4 5 1 6 11 47

指 定 市 6 ･11- 7 0 0 0 ･ 0 0 0 0

市 町 村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

料一
道艘
路有

ロ本道路公団 2,590 541 34 31 87 155 634 178 53 245 1,352

土木部企業局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方道路公社 0 11- 1 0 0 0 0 0 0 0

計‐ 31,492 28,422 59,914 3,084 1,174 4,829 3,548 832 1,656 15,123

最
後
に
本
調
査
に
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
全
国
の
担
当

度
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
道
路
管
理
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
検

討
し
て
く
た
め
、
今
後
も
本
調
査
を
活
用
し
て
く
所
存
で

た
い
あ
る
の
で
、
全
国
の
道
路
管
理
者
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

者
に
、
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
御
礼
を
申
し
上
げ
、
本

稿
を
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。

表10 路上放置車両の処理実績(平成 9年度実績)

道路管理者

放置車両
発見台数

放置車両処理台数

未処理所有者
撤去台数

道路管理者撤去台数 清掃当局
撤去台数

警 察
撤去台数

計
廃棄物 違法放置物件

日 本 道 路 公 団 484 179 56 42 3 4 284 200

本州四国連絡橋公団 2 0 0 2 0 0 2 0

都市高速道路公団等 201 142 12 42 0 5 201 0

地 方 建 設 局 等 664 266 204 72 3 19 564 99

都 道 府 県 992 198 468 142 9 11 828 155

指 定 市 10,146 3 ,333 2,559 2 ,482 987 2 9 ,363 604

市 町 村 12 ,410 3 ,991 4,685 1,314 314 66 10 ,370 2 ,041

一般有

料道路

土木部企業局 0 0 0 0 0 0 0 0

地方道路公社 68 32 29 1 2 l 65 4

計 24 ,967 8 ,141 8,013 4,097 1,318 ,108 21,677 3 1 03
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秋
田
県
の

『道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
』

秋
田
県
土
木
部
道
路
建
設
課

一

秋
田
の
す
が
左

秋
田
県
は
、
東
京
都
の
真
北
約
四
五
〇
虹
の
日
本
海
沿

岸
に
位
置
し
て
、
そ
の
面
積
は

=
、
六
一
三
姉
で
す
。

全
国
で
は
第
六
位
の
広
さ
で
、
九
市
五
〇
町
一
○
村
に
区

分
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
米
代
川
、
雄
物
川
、
子
吉
川
に
沿

っ
て
肥
沃
な
耕
地
が
あ
り
、
秋
田
、
能
代
、
本
荘
の
各
平

野
が
米
所
と
し
て
、
そ
の
ブ
ラ
ン
ド
名
｢あ
き
た
こ
ま
ち
｣

の
名
前
は
特
に
有
名
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
四
季
折
々
の
自
然
豊
か
さ
も
自
慢
で
あ
り
、
十

和
田
湖
、
田
沢
湖
、
八
幡
平
、
鳥
海
山
等
が
知
ら
れ
て
お

り
ま
す
が
、
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
白
神
山
地
は
広
大

な
ブ
ナ
の
原
生
林
に
囲
ま
れ
て
お
り
、
日
本
海
沿
岸
の
厳

し
い
環
境
で
、
そ
の
存
在
感
を
み
せ
て
お
り
ま
す
。

一
方
、
人
ロ
は
昭
和
五
七
年
か
ら
減
少
し
て
お
り
、
現

ミミ
　
　
　

　
　　
　　
　

いき"ミ襲
い

い
きむ
き藁
な

プログラムの表紙は2001年に秋田県で開催されるワールドゲ
ームズの種目 ｢バラシューティング｣ の競技風景です。ワー
ルドゲームズとはオリンピックの正式種目以外のスポーツの
国際総合競技大会で、 30~ 40種目の競技に50カ国以上から
2,500人を越える選手が参加します。
主な種目としては、空手、ボーリング、エアロビツク、トラ
ンポリン等の多様なスポーツの祭典です。
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在
で
は
約
一
二
〇
万
人
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
平
成
三

七
年
に
は
一
〇
〇
万
人
を
割
る
も
の
と
推
計
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

産
業
構
造
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
産
業
の
シ
ェ
ア
が
昭

和
五
〇
年
と
の
比
較
で
一
八
%
か
ら
平
成
九
年
で
四
%
に

ま
で
減
少
し
て
お
り
、
深
刻
な
状
況
と
い
え
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
県
民
所
得
の
対
全
国
比
は
八
五
･
八
%
で
あ
り
、

所
得
格
差
は
縮
ま
っ
て
は
い
な
い
と
い
え
、
道
路
、
上
下

水
道
、
鉄
道
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
は
、
ま
だ
ま
だ
充

分
と
は
い
え
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。

二

秋
田
県
の
道
路
現
況

秋
田
県
の
道
路
は
実
延
長
は
そ
れ
ぞ
れ
、
国
道
一
、
二

六
七
･
九
六
八
如
、
県
道
二
、
四
ニ
テ
三
八
九
如
、
市

町
村
道
一
八
、
六
五
0
･
三
八
九
懸
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

道
路
改
良
率
は
、
国
道
で
九
五
･
二
%
、
県
道
で
は
七

一
･
七
%
、
市
町
村
道
で
は
五
七
･
七
%
で
あ
り
ま
す
。

う
ち
交
通
不
能
区
間
は
一
五
路
線
約
六
〇
如
と
な
っ
て

お
り
、
冬
期
交
通
不
能
区
間
に
つ
い
て
は
、
国
道
五
路
線

で
六
九
如
、
県
道
四
一
路
線
で
三
二
四
如
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
主
な
理
由
と
し
て
は
、
県
際
の
急
峻
な
山
岳
地
帯

を
経
由
す
る
国
道
･
県
道
が
あ
り
、
標
高
が
高
く
積
雪
が

多
く
て
、
除
雪
が
出
来
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
冬
期
の
通

行
が
出
来
な
い
状
況
で
あ
る
た
め
で
あ
り
ま
す

(図
1
)。

高
速
自
動
車
道
の
供
用
は
、
平
成
三

年
四
月
現
在
で
、

計
画
延
長
三
六
一
如
に
対
し
、
四
五
%
に
当
た
る
一
六
三

ゞ

＼
　

　
　　

　　　 　 　

凡 例

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

般国道

23 1.5k m

鬘
　県

約9 2　　

図 1 通行不能区間
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如
し
か
開
通
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
地
域
高
規
格
道
路
に
つ
い
て
は
、
現
在
計
画
路

線
が
三
路
線
一
〇
八
如
、
候
補
路
線
が
二
路
線
一
五
〇
畑

と
な
っ
て
お
り
、
整
備
区
間
は
三
箇
所
一
五
如
で
調
査
区

間
が
一
箇
所
二
如
で
あ
り
ま
す
。
一
方
、
市
街
地
に
お
け

る
道
路
交
通
の
状
況
は
、
交
通
量
の
増
加
に
伴
い
朝
夕
の

渋
滞
は
深
刻
で
あ
り
ま
す

(図
2
)。

三

新
道
路
計
画
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

新
た
な
地
域
版
道
路
計
画
の
策
定
は
、
平
成
八
年
=

月
の
県
内
ブ
ロ
ッ
ク
懇
談
会
で
地
域
が
求
め
る
道
路
整
備

の
方
向
性
を
検
討
し
、
一
二
月
に
は
六
九
市
町
村
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
し
た
。

平
成
九
年
一
月
か
ら
は
県
地
方
懇
談
会
を
開
催
し
、
地

域
の
ビ
ジ
ョ
ン
(案
)、
道
路
整
備
の
基
本
方
針

(案
)
を

出
し
、
四
月
か
ら
は
こ
の
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
道
路
整
備
の
基

本
方
針

(案
)
に
対
す
る
意
見
公
募
を
し
ま
し
た
。
そ
の

結
果
を
踏
ま
え
て
、
六
月
か
ら
道
路
整
備
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

原
案
作
成
を
し
、
八
月
に
は
要
望
版
を
公
表
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
一
〇
年
に
は
道
路
行
政
懇
談
会
や
フ
ォ

ー
ラ
ム
で
地
域
づ
く
り
へ
の
提
言
を
し
て
、
道
路
整
備
プ

ロ
グ
ラ
ム
素
案
を
作
成
し
、
関
係
機
関
と
最
終
調
整
を
し

て
、
平
成
三

年
五
月
三
一
日
知
事
が
記
者
発
表
を
し
ま

し
た
。

現
在
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
活
用
し
た
P
R
活
動
を
、

新
聞
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
ほ
か
、
経
済
界
、
市
町
村
会
、
イ

　秋

◎DID内の旅行速度は自転車なみに低下している

(D'D地区内の旅行速度)

25

20

修

め

5

0

(km / h)

淀}:obとは入口紫中地宦のこと
法2･旅行褻度は回･隈述の平均鎖
貿科◆道路変速センサスGl6)

さきゞきざきき~ささ総ございk＼~＼

1.0 2,0 3.0 4 0 5,0 6.○

資料"範摺交通センサス斜6〉

図 2 秋田県の道路現況

　
　

　
　
　
　
　

　　
　　
　
　
　
　
　
　

　
　

園

森

手

城

田

形

島

(

青

岩

宮

秋

山

福

東

金

◎交通量は人口を上回る勢いで増加している

くDlD地区内の交通量と人口の推移)

、-それ三;･
凸滋人に‘

ミに歳
一 H6S60 S63

淺1;DDとは人口集中楚区のこと
洋2"交通壁は国･県道の平均値
寅料:道路交通センサス,住民基本台損

◎多車線の道路は東北の中でも低い
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ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

｢美
の
国
秋
田
｣
な
ど
で
実
施
し
て
お
り

ま
す
。

以
下
に

｢秋
田
県
の
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ

ム
｣
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

四

道
路
整
備
へ
の
ニ
ー
ズ

道
路
整
備
に
対
す
る
意
見
･
要
望
を
各
方
面
か
ら
公
募

し
た
結
果
を
主
な
項
目
に
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

①

道
路
整
備
の
視
点
に
つ
い
て

o
雪
･
災
害
に
強
い
道
づ
く
り

o
人
に
優
し
い
道
づ
く
り

o
自
然
･
環
境
に
優
し
い
道
づ
く
り

o
広
域
観
光
ル
ー
ト
の
整
備

o
地
域
の
個
性
を
生
か
し
た
道
づ
く
り

o
産
業
や
都
市
の
発
展
を
支
え
る
道
づ
く
り

o
住
民
参
加
型
道
づ
く
り

②

行
政
、
投
資
な
ど
の
考
え
方
に
つ
い
て

o
高
速
道
路
の
整
備
促
進

0
地
域
の
発
展
を
支
え
る
道
づ
く
り

o
交
通
拠
点
、
中
心
都
市
等
へ
の
ア
ク
セ
ス
強
化
を

図
る
道
路
整
備

o
幹
線
道
路
の
整
備

o
都
市
内
の
交
通
環
境
の
改
善

o
生
活
に
身
近
な
道
路
の
整
備

o
広
域
観
光
ル
ー
ト
の
整
備

0
住
民
参
加
型
道
づ
く
り

o
行
政
が
一
体
と
な
っ
た
道
づ
く
り

③

具
体
的
整
備
に
つ
い
て

0
交
通
安
全
性
の
向
上

0
利
用
者
に
わ
か
り
や
す
い
景
観
に
配
慮
し
た
道
づ

愈鬘

　
　
　
　

　

幅
≧
て

麺
蓋
し

　｢メ′
-‐′Y′′℃)“!フ･‘′′′:、'L′!′

′、IJ)-‐′′‘′

溝
塞
ぎ

　
　
　

　
　
　
　
鰺
鰤

　
　

　
　
　　　　　　

　　
閨圏
圏
鸚

　　
　
　

o
休
憩
施
設
等
の
整
備

o
交
通
渋
滞
等
の
解
消

0
維
持
管
理
の
徹
底

こきき　　　　
　

こ

クツ
　

　
　

奥
く
し
的
な

k
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五

秋
田
県
の
道
路
整
備
の
基
本
方
針

秋
田
県
の
道
路
整
備
の
基
本
方
針
は
、
各
種
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
や
懇
談
会
な
ど
を
通
じ
て
、
県
民
の
ニ
ー
ズ
を
反

映
し
て
、
七
つ
の
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
計
画
的
、
効
率
的

に
整
備
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

人
テ
ー
マ
一
V

環
日
本
海
時
代
の
新
た
な
交
流
軸
を
形
勢
す
る
道
づ
く

具
体
的
施
策

o
高
規
格
幹
線
道
路
の
整
備

o
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備

0
高
速
交
通
拠
点
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
強
化

(空
港
、

新
幹
線
駅
、
高
速
I
C
間
相
互
)

o
全
国
一
日
交
通
圏
へ
の
参
入
を
図
る
道
路
の
整
備

(高
速
I
C
ま
で
三
〇
分
、
空
港
ま
で
一
時
間
、

新
幹
線
駅
ま
で
九
〇
分
以
内
)

ハ
テ
ー
マ
ニ
V

地
域
内
外
と
の
交
流
と
連
携
を
強
化
す
る
道
づ
く
り

具
体
的
施
策

o
都
市
間
相
互
を
結
ぶ
幹
線
国
道
の
重
点
整
備

o
県
内
九
〇
分
交
通
体
系
を
実
現
す
る
道
路
の
整
備

o
生
活
圏
三
〇
分
交
通
体
系
を
実
現
す
る
道
路
の
整

備

人
テ
ー
･マ
ニ
V

魅
力
あ
る
き
れ
い
な
都
市
環
境
を
創
造
す
る
道
づ
く
り

具
体
的
施
策

o
都
市
内
の
放
射
･
環
状
道
路
の
整
備

o
都
市
内
の
渋
滞
緩
和
を
図
る
た
め
の
多
車
線
化
や

総
合
的
な
渋
滞
対
策
の
実
施

o
電
線
類
の
地
中
化
の
整
備
促
進

o
交
通
機
関
相
互
の
連
携
強
化

人
テ
ー
マ
四
V

自
然
、
歴
史
、
文
化
な
ど
特
色
を
生
か
し
た

｢個
性
あ

る
地
域
づ
く
り
｣
を
支
援
す
る
道
づ
く
り

具
体
的
施
策

o
観
光
拠
点
間
を
結
ぶ
幹
線
道
路
の
整
備

o
環
境
や
景
観
に
配
慮
し
た
道
路
の
整
備

人
テ
ー
マ
五
V

い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守
る
安
全
･
快
適
で
美
し
い
道
づ

具
体
的
施
策

o
道
路
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
強
化

o
交
通
安
全
対
策
の
推
進

o
緊
急
輸
送
道
路
整
備
、
震
災
対
策
、
防
災
対
策

o
代
替
性
の
あ
る
幹
線
道
路
の
整
備

o
冬
道
の
安
全
対
策
の
推
進
、
冬
期
交
通
不
能
区
間

の
解
消

o
踏
切
の
立
体
交
差
化
、
老
朽
橋
対
策

o
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進
、
わ
か
り
や
す
い
案
内

標
識

道イテセ 99.8 43

人
テ
ー
マ
六
V

地
域
の
産
業
振
興
と
日
本
の
食
料
自
給
を
支
え
る
道
づ

具
体
的
施
策

o
産
業
拠
点
、
物
流
拠
点
(港
湾
を
含
む
)、
高
速
交

通
拠
点
相
互
を
結
ぶ
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整
備

o
生
産
地
と
消
費
地
を
結
ぶ
幹
線
道
路
の
整
備

人
テ
ー
マ
七
V

新
た
な
道
路
行
政
の
取
り
組
み
の
展
開

具
体
的
施
策

o
地
域
と
一
体
と
な
っ
た
、
道
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
の
環
境
づ
く
り

o
事
業
実
施
の
よ
り
一
層
の
透
明
性
･
効
率
性
を
確

保
す
る
た
め
の
取
り
組
み
推
進

六

今
後
の
道
路
整
備
を
進
め
る
箇
所

七
つ
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
高
速

道
路
や
国
道
･
県
道
そ
し
て
主
な
市
町
村
道
に
つ
い
て
、

図
示
し
ま
し
た

(図
4
、
表
1
、
図
5
)
。



表 1

(注1)部分完成は琴丘~八竜IC間
(注2)部分完成は大館南IC~釈迦内間
(注3)日本海沿岸東北自動車道の ｢象潟~仁賀保｣、｢二ツ井~大館｣については、
現在、基本計画区間であり、整備手法の検討を行った上で事業着手を図る。
(注4)高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路も記載しています。

道 路 淺

　

　　　
　
　　

▲′▼▲′‐‐‘･･‐‐--･"
-‐▼

l細テクノポリスト ー開発計画地域

I来供用区間の℃名は仮称l

図 4

l鰈嗣プロ該漆クト >mM 'A･l票胸【講とプラン'

高 速

ず 路 線 名 箇 所 名
前期5年 後期5年 図中
H 1o~ H 14 H 15~ H 19 Nq

l日本海沿岸東北自動車道本庄~岩城 事業継続 事業継続･概歳 1
1日本海沿岸東北自動車道岩城~河辺 全線完成(H14:暫定)
1日本海沿岸東北自動車道河辺~秋田JCT 全線完成(H13:暫定) 3
1日本海沿岸東北自動車道昭和男鹿半島~琴丘全線完成(H 14:暫定) 4

7号
部分完成(H13:暫定)(注1)
粉完成(H1o:暫定)(鰯)

(暫定)

プムグラム対象事業の基準
高速自動車国道
一般国道

都道府県道 ･街路 (県事業分)

市町村道 ･街路(市町村事業分)
区画整理事業

整備計画箇所
主要改築事業等
全体事業費10億円以上

または全体延長 l km以上

主要な改築事業
補助事業分が30億円以上

予算、 用地所得、 埋蔵文化財調査等が予定どおり進捗した

場合の現時点における目標です。
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七

終
わ
り
に

5　
　

メ

,

秋
田
県
で
は
、
平
成
三

年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
次

8

　
　

　

獅
!
/戦
J
數
糞
/
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!
!
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鯛端洽柵回避蝋鱗坤ぎ鰯勘紮滯が連総体狽獺肋悼
踰

を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

政
策
の
方
向
と
し
て
は
、
｢高
速
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

　
　　

　　

.

＼

最
後
に
、｢秋
田
県
の
道
路
の
整
備
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ

　
　　

　

　　　
　

　

　
　

　
　

　　　
　

　

　
　

　　
　　

　

　

　

　　　　
　　

　

　

　

　　



隆法澤長

海嚢マイヂズ46 m のトルラアン
彎 からクチャをめざす

街中の水路で水遊びをする子
供たち (トルフアンにて)

中
国
の
西
安
か
ら
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
ま
で
、
シ
ル
ク
□

ー
ド
の
一
五
、
0
0
0
畑
を
二
〇
年
か
け
て
自
転
車
で
の

走
破
を
め
ざ
す

『ツ
ー
ル
･
ド
･
シ
ル
ク
□
-
ド
20
年
計

画
』。
市
民
サ
ー
ク
ル
･
地
球
と
話
す
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、

一
九
九
三
年
か
ら
、
こ
ん
な
子
供
の
こ
ろ
か
ら
の
夢
に
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
。
五
年
目
の
一
九
九
七
年
の
夏
休
み

は
、
海
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
た
め
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の

ヘ
ソ
と
も
い
わ
れ
る
海
抜
マ
イ
ナ
ス
四
六
m
の
ト
ル
フ
ア

ン
か
ら
雅
楽
の
伝
播
し
た
足
跡
を
残
す
遺
跡
の
あ
る
ク
チ

ャ
ま
で
の
約
七
〇
〇
畑
の
走
破
に
挑
ん
だ
。

一
日
目
は
三
五
度
か
ら
四
〇
度
の
中
を
走
行

一
四
○
○
年
程
前
、
ト
ル
フ
ァ
ン
の
東
の
郊
外
に
あ
る

高
昌
古
城
に
、
玄
奬
三
蔵
は
一
カ
月
間
滞
在
し
ま
し
た
。

留
ま
る
こ
と
を
強
い
る
高
昌
国
王
･
麹
分
秦
に
対
し
玄
奬

三
蔵
は
、
三
日
間
断
食
を
し
て
仏
典
を
求
め
る
意
思
の
強

さ
を
示
し
た
の
で
す
。
結
果
、
麹
分
泰
は
、
玄
奬
三
蔵
に

少
年
僧
四
名
、
手
力

(ク
ー
リ
ー
)
二
五
名
、
馬
三
〇
頭
、

他
に
金
品
を
提
供
し
て
求
法
の
旅
を
支
援
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

一
九
九
七
年
の
遠
征
参
加
者
は
、
首
都
圏
を
中
心
に
ハ

ワ
イ
、
鹿
児
島
、
名
古
屋
か
ら
集
ま
り
、
一
四
歳
か
ら
六

八
歳
ま
で
の
二
八
名
で
す
。
玄
奬
三
蔵
の
求
法
の
旅
と
同

程
度
の
人
員
と
な
り
ま
し
た
。

八
月
九
日
午
前
八
時
、
｢
ツ
ー
ル
･
ド
･
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

一
九
九
七
｣
の
遠
征
メ
ン
バ
ー
二
八
名
は
、
ト
ル
フ
ァ
ン

賓
館
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
ト
ル
フ
ァ
ン
賓
館
の
前
の

通
り
は
、
ブ
ド
ウ
棚
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
木
陰
を
時
速
二

〇
如
で
進
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
ホ
ッ
と
し
た
の
も
束
の

間
、
ブ
ド
ウ
棚
は
直
ぐ
に
途
切
れ
、
ギ
ラ
ギ
ラ
し
た
太
陽

の
下
に
さ
ら
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
朝
か
ら
気
温
四

三
度
の
中
で
、
熱
い
一
日
が
始
ま
り
ま
し
た
。

午
前
中
に
は
、
五
分
か
ら
一
五
分
の
休
憩
時
間
を
四
回

も
取
り
、
ス
イ
カ
や
ハ
ミ
ウ
リ
を
食
べ
て
体
を
休
め
ま
し

た
。
炎
天
下
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ペ
ダ
ル
を
踏
ま
ず
に
す

多6 道イテセ 99.8

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
舞
台
に
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
を
実
践

地
球
と
話
す
会
は
、
西
城
南
道
を
徒
歩
と
ラ
ク
ダ

で
踏
破
し
た
経
験
を
持
つ
約
一
〇
名
で
一
九
九
一
年

に
結
成
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
舞
台
に
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

を
実
践
す
る
活
動
を
通
し
て
、
人
類
と
大
地
の
共
存

の
道
を
探
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
忙

し
く
働
く
大
人
こ
そ
子
供
の
頃
の
夢
を
思
い
出
し
て
、

実
現
に
向
け
て
行
動
す
る
こ
と
も
目
的
の
一
つ
で
す
。

偶
数
月
の
第
一
日
曜
日
に
、
研
究
者
や
冒
険
者
の
話

を
聞
い
て
い
ま
す
。
一
九
九
二
年
、
西
城
南
道
の
約

八
〇
〇
虹
を
五
八
名
が
徒
歩
と
ラ
ク
ダ
で
踏
破
し
ま

し
た
。
二
〇
〇
一
年
に
向
け
て
、
玄
奬
三
蔵
の
記
録

に
残
さ
れ
て
い
る
ニ
ヤ
遺
跡
に
通
じ
る
道
を
確
か
め

に
い
く
遠
征
の
準
備
も
進
め
て
い
ま
す
。



む
こ
の
時
間
は
、
と
て
も
豊
か
な
時
間
に
思
わ
れ
ま
す
。

さ
て
、

一
一
時
三
〇
分
に
、
陽
を
遮
る
ポ
プ
ラ
並
木
も

な
い
小
川
の
脇
で
昼
食
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の

日
の
昼
食
は
、
ゆ
で
卵
、
ソ
!
セ
ー
ジ
、
マ
ン
ト
ウ
、
そ

れ
に
ト
マ
ト
で
す
。
日
本
の
薄
味
の
ト
マ
ト
と
違
っ
て
、

特
有
の
青
臭
い
香
り
が
強
く
、
懐
か
し
い
味
で
す
。

午
後
の
走
行
は
、
三
一時
三
〇
分
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
ホ
テ
ル
ま
で
の
距
離
は
八
如
と
の
こ
と
な
の
で
、
一
一

〇
分
足
ら
ず
で
到
着
の
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
な
か
な

か
ホ
テ
ル
に
到
着
し
ま
せ
ん
。
中
国
ス
タ
ッ
フ
は
、
｢も
う

す
ぐ
で
す
｣
を
繰
り
返
し
、
一
四
時
に
ホ
テ
ル
に
到
着
し

ま
し
た
。
午
後
の
ス
タ
!
ト
か
ら
二
○
如
を
走
り
ま
し
た
。

こ
の
日
の
宿
泊
は
托
克
遜
賃
館
で
す
。
入
口
に
樹
齢
五
〇

○
年
は
あ
り
そ
う
な
大
き
な
木
が
構
え
て
い
ま
し
た
。
各

部
屋
は
三
人
部
屋
で
、
ト
イ
レ
は
共
同
で
す
。
シ
ャ
ワ
ー

も
共
同
で
す
が
、
六
時
か
ら
二
時
間
だ
け
使
用
で
き
ま
し

た
。
意
外
に
も
、
冷
房
が
効
い
て
い
て
、
砂
漠
の
真
ん
中

の
オ
ア
シ
ス
に
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
ほ
ど
快
適
な
宿
舎
で

す
。

最
大
の
難
所
、
“虎
の
牙
"
を
行
く

“

二
日
目
の
八
月
一
〇
日
は
、
標
高
マ
イ
ナ
ス
四
七
m
の

8

托
克
遜
か
ら
天
山
山
脈
の
東
の
端
に
あ
る
標
高
約
二
、
○

セ

0
o
m
の
峠
を
越
え
ま
す
。
七
0
如
走
行
し
て
標
高
を
二
、
瀞

○
○
o
m
も
上
が
る
こ
と
か
ら
、
通
称

"虎
の
牙
“
と
恐

れ
ら
れ
て
い
る
難
所
で
す
。
そ
の
昔
、
長
い
坂
道
を
ラ
ク

ダ
や
馬
は
喘
ぎ
な
が
ら
大
き
な
荷
物
を
背
中
に
乗
せ
て
運

ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
古
代
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
利
用
し
た
交

易
は
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
障
害
も
乗
り
越
え
て
行
な
わ

れ
た
の
で
す
。
現
在
、
こ
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
行
き
交
う

ト
ラ
ッ
ク
で
さ
え
、
こ
の
峠
を
喘
ぎ
な
が
ら
登
撃
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
年
齢
も
サ
イ
ク
リ
ン
グ
の
経
験
も
ま
ち
ま

ち
な
た
め
、
遠
征
メ
ン
バ
ー
の
体
力
は
様
々
で
す
。
平
地

で
は
、
力
の
弱
い
方
の
人
に
あ
わ
せ
て
時
速
二
〇
如
ほ
ど

で
集
団
で
走
行
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
体
力
が
バ
ラ

バ
ラ
な
の
で
、
上
り
坂
の
集
団
走
行
は
不
可
能
で
す
。
そ

こ
で
、
“虎
の
牙
“だ
け
は
自
由
走
行
と
し
、
各
自
の
ペ
ー

ス
に
合
わ
せ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

八
時
、
曇
り
空
の
下
を
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
八
年
ほ
ど
前
ま
で
、
こ
の
ル
ー
ト
は
砂
利
道
で
し

た
。
以
前
、
こ
の
ル
ー
ト
を
自
転
車
で
走
っ
た
日
本
人
の

手
記
を
読
む
と
、
か
な
り
苦
し
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
し

か
し
、
今
で
は
舗
装
さ
れ
、
自
転
車
に
よ
る
走
行
は
随
分

楽
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
日
は
生
憎
と
向
か
い

自
ら
の
脚
力
で
国
際
交
流
の
足
跡
を
旅
す
る

『
ツ
ー
ル
･
ド

･
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
20
年
計
画
』

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
国
際
交
流
の
原
点
と
位
置
づ
け

て
、
古
の
旅
人
の
足
跡
を
自
ら
の
脚
力
で
旅
す
る
こ

と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
自
転
車
を
選
ん
だ
の
は
、

上
り
や
下
り
坂
、
向
か
い
風
や
追
い
風
で
自
然
を
あ

り
の
ま
ま
に
感
じ
ら
れ
る
上
に
、
匂
い
や
音
で
人
や

動
物
の
気
配
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
す
。

旅
先
の
大
学
の
日
本
語
学
科
に
立
ち
寄
り
、
参
加
者

一
人
が
日
本
語
の
書
籍
五
冊
を
寄
贈
し
た
り
、
小
学

校
を
訪
問
し
て
か
っ
ぽ
れ
等
の
日
本
の
芸
能
を
披
露

し
て
の
国
際
交
流
も
実
践
し
て
い
ま
す
。
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